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【開催日】 令和５年３月１５日（水） 

【開催場所】 第２委員会室 

【開会・散会時間】 午前９時～午後５時４３分 

【出席委員】 

分 科 会 長 松 尾 数 則 副分科会長 白 井 健一郎 

委 員 大 井 淳一朗 委 員 奥  良 秀 

委 員 福 田 勝 政 委 員 山 田 伸 幸 

委 員 吉 永 美 子   
 

【欠席委員】 なし 

【委員外出席議員等】 

副 議 長 中 村 博 行   
 

【執行部出席者】 

副 市 長 古 川 博 三   

市 民 部 長 川 﨑 浩 美 市民部次長兼環境課長 梅 田 智 幸 

市民部次長兼市民活動推進課長 河 上 雄 治   

市民活動推進課課長補佐 西 﨑  大 市民活動推進課住民活動係長 竹 森 和 貴 

市民活動推進課地域交流センター係長 増 本 順 之   

市 民 課 長 安 部 亜希子 市民課課長補佐兼住民係長 佐 藤 善 寛 

市民 課 戸籍 係長 丸 田 佳代子   

生 活 安 全 課 長 山 本 満 康 生活安全課課長補佐 平  健太郎 

生活安全課主査兼市民相談係長 三 浦 陽 子 生活安全課防犯交通係長 岡 野 文 恵 

環 境 課 主 幹 湯 淺  隆 環境課主査兼環境保全係長  河 村 倫 裕 

環境課環境政策係長 原 野 浩 一 環境課環境衛生係長 若 松 宗 徳 

環境調査センター所長 辻 永 民 憲   

環境衛生センター所長 村 長 康 宣 環境衛生センター主任 松 尾 勝 義 

環境衛生センター主任 磯 部 修 一   

文化スポーツ推進課長 石 田 恵 子 文化スポーツ推進課主幹 原 田 貴 順 
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文化スポーツ推進課文化振興係長  別 府 奈緒美 文化スポーツ推進課スポーツ振興係長 三 浦  裕 

文 化 会 館 長 山 本 修 一   

福 祉 部 長 吉 岡 忠 司 福祉部次長兼健康増進課長 尾 山 貴 子 

福祉部次長兼子育て支援課長 長 井 由美子   

高 齢 福 祉 課 長 麻 野 秀 明 高齢 福 祉課 主幹 大 井 康 司 

高齢福祉課課長補佐兼地域包括支援センター所長 荒 川 智 美 高齢福祉課主査 篠 原 紀 子 

高齢福祉課高齢福祉係長 原 川 寛 子   

障 害 福 祉 課 長 吉 村 匡 史 障害福祉課課長補佐 松 本 啓 嗣 

障害福祉課障害福祉係長 三 隅 貴 恵 障害福祉課障害支援係長 岡 手 優 子 

社 会 福 祉 課 長 坂 根 良太郎 社会福祉課課長補佐 三 好 正 幸 

社会福祉課主査兼地域福祉係長 須 子 幸一郎 社会福祉課生活保護係長 益 冨 孝 重 

子育て支援課課長補佐 野 村  豪 子育て支援課子育て支援係長 西 村 真 愛 

国 保 年 金 課 長 亀 﨑 芳 江 国保年金課課長補佐 伊 藤 佳和子 

国保年金課主査兼保健事業係長 石 井 尚 子 国保年金課主査兼国保係長  鈴 木 一 史 

国保年金課年金高齢医療係長 小田村 俊 和   

健康増進課主幹兼健康管理係（係長事務取扱い）  藤 本 義 忠 健康増進課課長補佐兼健康増進係長 大 海 弘 美 

健康増進課主査兼新型コロナ対策室長 林  善 行 健康増進課健康増進係長（母子担当） 山 本 真由実 

健康増進課健康増進係長（食育担当） 加 藤 諭香江 健康増進課健康増進係長（成人担当） 伊 藤 比呂子 

福祉指導監査室長 塚 本 晃 子 福祉指導監査室主幹 角  紀 子 
 

【事務局出席者】 

局 長 河 口 修 司 庶務調査係書記 岡 田 靖 仁 
 

【審査内容】 

１ 議案第９号 令和５年度山陽小野田市一般会計予算について 

 

午前９時 開会 

 

松尾数則分科会長 一般会計予算決算常任委員会民生福祉分科会を開会いたし

ます。本日の審査内容は、お手元に配付している次第のとおりに進めて
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まいります。議案第９号令和５年度山陽小野田市一般会計予算について

審査を行います。審査番号①から審査します。審査事業１２番について

執行部の説明を求めます。 

 

河上市民部次長兼市民活動推進課長 審査番号１２番、地域運営組織推進事業

について説明させていただきます。資料６９、７０ページをお開きくだ

さい。事務事業名は、地域運営組織推進事業で、事業の概要は、地域の

生活や暮らしを守るため、地域で暮らす方々が中心となって様々な地域

課題の解決に向けた取組を持続的に実践することを目的とした地域運営

組織の形成を推進するものとしております。７３ページをお開きくださ

い。持続可能な地域づくりを進めていく上で、多様な主体が地域の課題

解決に向けた話合いを進めていくことが重要です。その話合いを進めて

いくための土台が地域運営組織であり、多様な主体が課題解決に向けた

取組を実践していく手法が地域運営組織となります。来年度はその話合

いの土台づくり、つまり、組織形成に向けた話合いを各地区で行ってい

ただきたいと考えております。資料の左部分が各地区で話合いを行って

いただきたい内容です。まずは各地区それぞれの現状を共有していただ

き、その現状を踏まえ、地区の皆さんで課題の抽出をしていただきたい

と考えております。その上で、協創のまちづくり推進指針で共感、共有

ビジョンと呼んでいる各地区それぞれの目指すべき姿である将来ビジョ

ンを策定していただきたいと考えております。そして、共感、共有ビジ

ョンの実現に向け、多様な主体が参画しやすく、また、取組を実践して

いくためにどのような組織形成がいいのかを考えていただき、令和６年

度には地域運営組織を形成していただきたいと考えております。令和５

年度は、話合いを進めていただく地区に対する人的支援や財政的支援を

行うものです。事業の詳細につきましては、７１ページをお開きくださ

い。上段部分のアドバイザー派遣事業は、地域づくりを専門としたアド

バイザーを招聘し、地域運営組織の形成に向けた取組を強化するもので

あり、地域運営組織の形成に向けたトータルサポートの業務委託です。

業務の内容は、職員、集落支援員、地域団体、地域の方々を対象とした
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研修会や講習会の講師、地域に出向いていただき、地区でのワークショ

ップのコーディネート、集落支援や地域交流センターの中間支援機能な

どに関する提案、指導助言をしていただく業務としております。予算額

は、当事業の同様の事業を行っている他市の先進事例を参考とし、３０

８万９，０００円としております。下段部分の地域運営組織形成支援補

助金交付事業は、先ほど説明をさせていただいたとおり、令和５年度に

各地区で地域運営組織の形成に向けた話合いを進めていただきたいと考

えております。その話合いの土台を、仮称ではありますが、地域運営組

織検討会とし、検討会が行う話合いや先進地視察等に要する経費に対し

て１０万円を交付するものです。予算額は、１１の全ての地区で話合い

をしていただくこととし、１０万円掛ける１１地区で１１０万円として

おります。なお、アドバイザー派遣事業、地域運営組織形成支援補助金

交付事業ともに、特別交付税措置率２分の１の措置対象となります。６

９ページにお戻りください。当事業の対象は、各地域の地域づくりの団

体及び地域の皆様、手段は、人的財政的支援及び人材育成、意図は、住

民が主体となった地域課題解決への取組を推進することとしております。

地域運営組織検討会を各地区に設置していただきたいことから、活動指

標は１１地区としております。また、その活動として各地区で研修会や

ワークショップ、説明会等の話合いを３６回としております。この話合

いは、各地区の意向を踏まえて実施することとしておりますが、状況に

よっては大幅に回数が増加することが予測されます。令和６年度に各地

区で地域運営組織を形成することを目標としていることから、成果指標

は１１地区としております。７０ページには、予算額を記載しておりま

す。先ほど御説明したとおり、アドバイザー業務委託料３０８万９，０

００円と負担金補助及び交付金１１０万円で合計４１８万９，０００円

としており、これも先ほど御説明申し上げましたとおり、特別交付税の

措置率２分の１の措置対象となります。御審査のほど、よろしくお願い

いたします。 

 

松尾数則分科会長 執行部の説明が終わりましたので、委員の質疑を求めます。
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最初に確かめておきたいんですが、７３ページ、市は、地域運営組織に

ついての説明を令和４年度末までに行うと書いてあるんですが、これは

どの程度進んでいるんですか。 

 

河上市民部次長兼市民活動推進課長 先日の一般質問のときにも御回答させて

いただいておりますが、今年度につきましては、まず、行政側の地域運

営組織形成の趣旨や方向性について共有する必要があるということで、

市長をトップとした地域運営組織推進本部を設置し、３回ほど地域運営

組織の必要性等について各部長級で共有し、研修等を行っているところ

です。また、実際に活動に向けて取り組むに当たって、課長級の方々の

認識も必要ということで、本部会議内に課長で組織する幹事会を設置し

ております。幹事会内でも研修等を行う中で今後の地域づくりの在り方、

必要性について共有を深めております。また、地域の皆様方につきまし

ては、令和５年１月２７日に各地区の代表的な組織である、自治会協議

会、ふるさとづくり協議会、地区社会福祉協議会の会長様にお集まりい

ただき、地域運営組織の概要及び来年度に向けての取組等を説明させて

いただいたところです。また、各地区で多くの方々にこの方向性を説明

させていただく機会が必要というところで、来週から再来週に掛けて、

１１地区に対して御説明する場を設けております。なお、１地区は来年

度に実施してほしいということですので、その地区については御要望に

応えて対応してまいりたいと考えております。 

 

松尾数則分科会長 執行部の説明が終わりましたので、委員から質疑を求めま

す。 

 

大井淳一朗委員 ７０ページに今後の予算のことが書いてあります。来年度か

らアドバイザー派遣をするなど本格化するのは分かるんですが、肝腎な

のは今年度です。予算は計上されていましたが、何らかの形で執行され

ましたか。 
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河上市民部次長兼市民活動推進課長 地域運営組織推進本部と幹事会において、

地域運営組織の必要性の認識を高めるために講師にお越しいただいて研

修会を実施しておりますので、一部を講師謝礼に活用しております。ま

た、消耗品は研修会の資料作成等に使用しております。 

 

大井淳一朗委員 講師を連れてきて組織内部で意識を共有することも大事かも

しれません。しかし、肝腎な地区に対してのアクションが何もないので、

果たして来年度に一気に動くのか心配なんです。今年度に地区へのアプ

ローチをある程度していないと、来年度うまくいかないんじゃないかと

思うんです。これは先ほど説明がありました今週から来週に掛けての説

明会の実施に尽きるんですか。 

 

河上市民部次長兼市民活動推進課長 今年度、各地区での説明をもっと早く実

施したいと考えておりました。この点が行政内部の調整等により遅れて

いることは事実です。ついては、１月２７日に全体の説明をさせていた

だき、また、来週以降、各地区でしっかりと説明させていただきたいと

考えております。また、地域運営組織の方向性を皆様方に御理解いただ

いたとは考えておりませんので、来年度も引き続きアドバイザリー業務

を踏まえて各地区の皆様方にしっかりと御説明し、必要性について共有

を図りたいと考えております。 

 

奥良秀委員 資料７３ページ、「地域にお願いしたい動き」の令和４年度部分

について、自治協、ふるさと、地区社協は分かるんですが、もっといろ

いろな団体に伝えていかないといけないんじゃないかと思います。それ

を令和４年度末までにやってないと、令和５年度にスタートできないと

思うんです。少し見込みが甘いんじゃないかと思いますが、いかがです

か。 

 

河上市民部次長兼市民活動推進課長 繰り返しになりますが、進行が遅れてい

ることは承知しております。ただ、来週からの説明会につきましては、
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できるだけ多くの方々に御参加いただくように各地区にお願いしており、

この中で様々な団体に御参加いただけるものと考えております。しかし、

これだけでは地区全体での共有は図れないとも認識しております。つき

ましては、来年度以降、しっかりと多くの方々に参加していただく中で

この趣旨等を御説明し、必要性の共有を図りたいと考えております。 

 

奥良秀委員 例えば、ＰＴＡ、育友会は、もう総会が終わっている段階なんで

すよ。組織の体制が変わっている状況です。そういったときにきちんと

引継ぎをしていかないといけないと思うんです。私もそういった会議に

出席しておりますが、そのときには、７２、７３ページの資料を一枚紙

で見せられて、「こんなものがあるんですよ」という説明で終わってい

るんですよ。伝達の仕方などを行政が指導してあげないと、進むものも

進まないと思うんですが、いかがですか。 

 

河上市民部次長兼市民活動推進課長 繰り返しの答弁になりますが、今後各地

区にお伺いし、しっかりと説明してまいりたいと考えております。 

 

吉永美子委員 市長を本部長とする地域運営組織推進本部を立ち上げたことは

大事だと思うんです。地域運営組織を作っていくこと、進めていくこと

こそが、協創のまちづくりを進めている市長が求めるものではないかと

思うんですが、本部長としての市長の動きを教えてください。 

 

河上市民部次長兼市民活動推進課長 市長からは、地域運営組織の必要性、持

続可能な地域社会を構築していく必要性をしっかりと皆様方に伝達して

いただいたところです。また、この事業は、市民活動推進課だけではな

く、行政全体で取り組むべき事業であるということを各部、各課にしっ

かりと号令を掛けていただいたところです。 

 

吉永美子委員 伝達されたということですね。では、１月２７日には市長自ら

出向いて、代表的な組織に説明を行ったということでよろしいですね。 



 8 

 

河上市民部次長兼市民活動推進課長 各地区の代表者に対しての説明会では、

冒頭に市長が挨拶し、皆様方にお願いさせていただきました。また、行

政側の出席者として、副市長、総務部長、また、福祉分野の地域の課題

が大きくなっているので福祉部長、そして、担当部から市民部長と私が

出席し、皆様方と対話し、説明し、様々な意見交換をさせていただいた

ところです。 

 

吉永美子委員 是非市長の思いが届く形で進めていただきたいと思っておりま

す。そして、アドバイザーの派遣について、アドバイザーの取組方次第

だと思っているんです。他市の先進事例について言及されましたが、推

進本部や幹事会の研修に講師を呼ばれたことは、アドバイザーの派遣と

リンクした取組だったんでしょうか。その内容を教えてください。 

 

河上市民部次長兼市民活動推進課長 推進本部と幹事会で御講演いただいた講

師は、他市の取組を行っておられる専門家の先生です。来年度以降の事

業にリンクするかどうかにつきましては、この予算案を可決していただ

きましたら、業者選定に当たってしっかりと考えてまいりたいと考えて

おります。 

 

大井淳一朗委員 結局、地区との関係なんです。河上次長は一生懸命説明する

ということでしたが、これまでも一生懸命説明されてきたと思うんです。

しかし、地区側の感想とすれば、よく分からないんです。自分たちの組

織は一体どうなるのか、お金の面はどうなるのか、すごく気になるとこ

ろなんです。その辺りを中心にきちんと分かりやすく、もちろん今まで

も一生懸命されているんですが、どうにも地域の方の納得、合意、理解

が追いついていないと思うんですよ。そこをどうやって工夫されますか。

年度内にもう一度紙を配って説明されたとしても、なかなかうまくいか

ないと思いますよ。 
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河上市民部次長兼市民活動推進課長 この件につきましては、もうとにかく繰

り返し、いろいろな切り口から説明させていただくことを考えておりま

す。ただ一つ申し上げたいのが、地域運営組織の形成をすることが目的

ではありません。当然目標としては掲げておりますけれども、地域運営

組織を形成することが目的ではなく、持続可能な地域づくりを進めてい

くことが目的となります。ついては、今から行っていくもので一番重要

なものにつきましては、地域の多くの皆様方が持続可能な地域づくり、

－今、地域で様々な課題があります。この件についてしっかりと現状

を認識し、課題を共有していくことが重要と考えております。とにかく

しっかりと話合いをしていく、その上で課題解決が進みやすい組織手法

として地域運営組織が形成されればいいと考えております。とにかく繰

り返し説明してまいりたいと思っておりますし、多くの方々でこの地域

課題の解決に向けた話合いを進めさせていただければと考えております。 

 

山田伸幸委員 繰り返しとか、様々なとかいう言葉は、この間ずっと聞いてき

た言葉なんです。私も地域の組織の一員として感じているのは、行政側

の熱意は分かるんですけれど、地域の実情とすれ違いがあるのではない

かということです。先日、ふるさとづくり協議会を中心とした行事があ

り、副市長も来られておりました。その中で皆さんとも少し話をしたと

きに、地域の問題意識がなかなか共有されていないと言われていました。

「これまでいろいろ地域での行事もやってきたけれど、今後はどうなる

んだろうか」、「後継者はどうなるんだろうか」という悩みがあるよう

でした。私も長い間自治会長をしておりますが、また、民生委員にして

もそうですが、次に引き受ける人がいない中でこういった問題はなかな

か考えにくいというのが率直なところです。そういった実情を行政が分

かっているのか疑問に思うんですけど、いかがですか。 

 

河上市民部次長兼市民活動推進課長 全て把握できているかと言われますと、

把握できていない部分があるかもしれません。ただ、皆様方からたくさ

んの意見、悩みをお聞きしているのは事実です。今、山田委員がおっし
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ゃるように様々な課題があります。ここをしっかりと多くの皆様に共有

していただくことが重要だと考えております。繰り返しになりますが、

来年度は共有する場をしっかりと作っていき、そして、多くの皆様にそ

の課題を解決していく手法を考えていただくようにしていきたいと考え

ております。 

 

山田伸幸委員 河上次長の熱意は分かります。ただ、「重たいな」というのが

率直な感想です。地域で頑張っておられる方は、本当に真剣ですし、地

域のことを考えていないわけではないんです。そこに輪かけて地域づく

りだ、課題抽出だと言われても、課題は身に染みて分かっているのに、

それがなかなか解決しないということで苦しんでおられるんです。私の

自治会では、民生委員の後継者がいないのでいまだに苦しんでおります

し、総会の中でそういったことを改めて皆さんに訴えなくてはいけない。

そういった地域が抱える苦しみというのは、強い言葉で言われれば言わ

れるほど重くなってしまうということによく注意していただかないと、

地域で共有と言われれば言われるほど、地域としては荷が重く感じてし

まうということがあろうかと思うんです。その辺は少し力を抜いていた

だくようにはならないでしょうか。 

 

河上市民部次長兼市民活動推進課長 地域に力を掛けているつもりはないんで

す。仕事としてはしっかり力を入れておりますが、皆様方に押しつける

気持ちはありません。ただ、今地域づくりを担っておられる方々、中心

となっている方々の負担が非常に大きいからこそ、次の担い手の方々が

なかなか見つからない。「この業務は私にはできない」と思われてしま

う現状があろうかと思っております。したがって、この課題をどのよう

にしていくのかということを皆様方と一緒に話を進めていくことができ

ればと思っております。決して地域に押しつけるつもりはありません。

今後、皆様方の負担をいかに軽減していくか、持続可能な地域づくりを

いかに進めていくか、皆様の御意見やアイデアを中心に話合いを進めて

いく場を作っていくことができればと考えております。当然、私どもと
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しましても、協創の理念の下、一緒になって話合いに参加し、様々な意

見交換を進めていくことができればと考えております。 

 

川﨑市民部長 補足します。たくさんの御意見を頂いております。もちろん、

委員の皆様は御存じと思いますが、この取組は簡単に地域の皆様に御理

解いただけるものではないと思っております。何度も丁寧にお話合いを

させていただく必要があると思っています。各地域に出向いての話合い

が進んでないというところが、今一番重要なんだろうと思っております。

先ほど次長も申しましたとおり、本来であれば今年度中に何度も地域に

出向いてお話合いをさせていただきたいと思っておりました。しかし、

内部での調整がつかず、１１月に本部を立ち上げまして、各地域に出向

いての話合いがなかなかできずに年度末を迎えることになってしまいま

した。先ほど次長が申したとおり、今週末から各地域に出向いて、今年

度１回目のお話合いをさせていただくんですが、そこでも丁寧に御説明

し、また、話合いをさせていただきます。当然、１回で御理解いただけ

るとは思っておりません。来年度に入りますけれども、また何度も地域

に出向いてお話をさせていただく中で、押しつけるつもりもありません

が、各地域でそれぞれ状況も違いますので、地域の皆様と状況を話し合

いながら、いい形で進めることを念頭に置いて、まずお話合いを進めて

いきたいと思っているところです。 

 

白井健一郎副分科会長 この資料に類する資料を持って何度地域に行かれても、

多分理解できないと思います。もうちょっと工夫が要るんじゃないかと

思います。その工夫の一つとして思うのは、７３ページに先進事例があ

りますが、四つしかないんです。例えば、先進事例が１００ぐらいあれ

ば、もう少し具体的なイメージをつかめると思います。それから、もう

一つ言いたいのは、７２ページの地域運営組織形成のイメージを見て思

うんですけど、従来の組織をそのまま当てはめて、例えば、副会長、会

長のところに従来の組織のトップの方を据えて、それだけでこの図は成

り立っちゃうんじゃないかと思うんですよ。例えば、今のばらばらの組
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織であっても、それぞれの役割を担っているじゃないかと思います。ど

ういうふうに現状から変化させていくのかをもう少し具体的に言ってい

ただかないと分からない気がしますが、どうでしょうか。 

 

河上市民部次長兼市民活動推進課長 大変貴重な御意見をありがとうございま

す。今まで説明させていただく中でも、振り返りをして、「ここの部分

が分からない」、「説明が不足している」などと御意見を頂いていると

ころです。ついては、今、副会長がおっしゃった部分につきましても、

しっかりと研究し、皆様方に分かりやすい説明の手法をしっかり考えて、

対応してまいりたいと思っております。 

 

大井淳一朗委員 組織のことについて、僕らの中で「がらがらぽん」って言い

方ですが、一体型でいくのか、あるいは、自治協なら防災や自治会、社

協なら福祉というように既存の団体を当てはめていく分離型でいくのか。

前者のがらがらぽんは、今までの組織がなくなりますから、かなり抵抗

があると思われる一方で、市が望んでいるほうになるのかもしれません。

しかし、後者は、組みやすいけれど、今までと何が変わるのかというと

ころがあると思うんですよ。だから、一体型と分離型のどちらがいいの

かということをきちんと整理して、それを押しつけるのはもちろんよく

ないことですけれども、ある程度市が方向性を出さないと、この地区は

一体型、この地区は既存型というように地区ごとにばらばらになるのが

一番良くないと思うし、また、みんな一緒に令和６年度スタートじゃな

くてもいいですよと。令和７年度に遅れてもいいですよと。そういうこ

とではいけないと思うんですよ。スタートするなら、一気にスタートし

ないといけないんです。スタートの時期と組織の組み方をきちんとして

おかないと、うまくいかないと思うんです。この辺りはいかがですか。 

 

河上市民部次長兼市民活動推進課長 総務省が推奨しております地域運営組織

の形成につきまして、分離型と一体型の２通りが示されております。本

市としましては、現状の課題や地域の目指すべき姿をしっかり共感、共
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有するに当たっては、一体型が望ましいと考えているところです。それ

から、形成時期につきましては、地域の事情がいろいろとあると思いま

すが、令和６年度の形成に向けて話を進めていくことができればと考え

ております。 

 

大井淳一朗委員 一体型で行いたいということは分かりました。スタートにつ

いて気になるのは、１１地区が令和６年度にスタートするなら、それは

それでいいかもしれませんが、「いや、うちの地区は令和６年度は無理

だよ」となったときに、「あなたの地区は 7 年度以降でいいですよ」と

いうのは良くないと思うんですよ。やはり全ての地区が足並みをそろえ

ないといけないと思います。一体型の中身はそれぞれ違うと思います。

例えば、女性会があるところ、ないところがありますから。ただ、組織

の中身はともかく、スタートは１１地区全てでスタートを切らないとい

けないと思うんですが、そこら辺はどのように考えていますか。 

 

河上市民部次長兼市民活動推進課長 各地区同時にスタートできることが理想

だと考えております。つきましては、先ほど申し上げましたように、令

和６年度の形成に向けて各地区で話合いを進めていくことができればと

考えております。 

 

大井淳一朗委員 答えているようで答えていない感じなんですが、結局僕が言

いたいのは、令和６年度に皆でスタートを切ればいいんだけど、切れな

いときにどうするのですかということです。例えば、８地区でスタート

できますけど、３地区はうまくいきませんでしたというときに、その３

地区は令和７年度以降でよいとなるんですか。 

 

川﨑市民部長 あくまでも令和６年度に全地区でのスタートを目指すつもりで

進めていきたいと思っております。１年間の話合いで各地区がどのよう

な進み方になるのかは不明確ですので、令和６年度に全地区が一斉にス

タートすることの了解が得られない場合にどうするかということは、現
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時点では明確な考えは持っておりません。とにかく令和６年度に全地区

でのスタートを目指したいと思っております。 

 

奥良秀委員 先ほど、何度も「来週から説明していきます」と言われているん

ですけど、何人ぐらい集まるんですか。いつものメンバーというか、主

要なメンバーしか集まらないということじゃないですよね。 

 

河上市民部次長兼市民活動推進課長 各地区によって様々ですけれども、５０

人から６０人、多いところは８０人となっております。参加される方々

につきましては、３協議会以外に、女性会、老人クラブ、ＰＴＡ、民生

委員、そういった団体がそれぞれ各地区で違いますけれども、多くの方々

が御参加していただけるように調整していただいていると聞いておりま

す。 

 

山田伸幸委員 来週から始まるというのは初めて聞きました。まだ案内もない

し、僕たちは来なくていいと言われているとしか思えないです。やはり

声が小さいと感じますし、地域によっては自治協の会長を中心になるか、

又は自治会から何人、福祉員、民生委員、自治会長、副会長ぐらいは出

してくださいという形になるのか。それぞれ地域のトップの考え方にも

よると思うんです。そういった中で、なぜ呼ばれたかも分からないよう

な会議であっては、なかなか前に進んでいくことができないと思います。

集まるためには集まる理由が要ると思うんですけど、それは各地域で徹

底されているんですか。 

 

河上市民部次長兼市民活動推進課長 各地区で説明会を行うことについては、

１月２７日に各地区の代表的な組織の会長にお願いさせていただいたと

ころです。実際に各地区でどのような方々にお集まりいただくかにつき

ましては、３協議会や地域交流センター長等を含めて調整していただい

たところです。参加者について、我々から「この方を呼んでください」

と強制しておりません。ただ、繰り返しになりますが、これで全て説明
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できるとは考えておりません。ついては、来年度以降、繰り返しの説明

になるかもしれませんが、様々な方々に方向性について共有させていた

だきたいと考えております。必要に応じてしっかりと説明していまいり

たいと考えております。 

 

山田伸幸委員 この時期は、総会を準備し、それに向けて役員会を開いたり、

あるいは総会議案を決めたり、自治会役員はいろいろなものに追われて

いて、会場の設定から参加者集めまでに苦労しておられる時期なんです。

そういう時期にあえてこれをやるというのは、地域の実情を踏まえてい

ないんじゃないかと思うんですが、その辺のことは考えられた上で３月

末に設定されたんでしょうか。 

 

河上市民部次長兼市民活動推進課長 各地区の御意見を尊重しながら調整して

いるところです。先ほど申し上げましたけれども、１地区では３月に行

うよりも年度が変わってから行うほうがいいと。そのほうが新しい会長

等が出そろっているであろうということで、４月に実施してほしいとい

う御要望がありましたので、それに向けて対応するようにしております。 

 

福田勝政委員 １地区１０万円の補助金は、それを維持していくためのお金で

すか。 

 

河上市民部次長兼市民活動推進課長 各地区で話合いを進めていただきたいと

いう思いでおります。話合いに掛かる経費、会議費ということで予算を

計上しております。 

 

福田勝政委員 アドバイザー派遣事業について、アドバイザーの仕事には商店

街の活性化も含まれますか。例えば、セメント町、硫酸町、旭町、「町」

という字がつく場所は全部寂れていますね。 

 

河上市民部次長兼市民活動推進課長 アドバイザーの業務は、来年度に各地区
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で話合いを進めていくためのコーディネート、あるいは、今後の地域づ

くりをどのように進めていくかという研修会の講師、あるいは、共有、

共感ビジョンなど地域の将来構想を策定するに当たっての企画、立案等

をしていただく業務となります。商店街の活性化につきましては、地域

の話合いの中で出てくるかもしれません。どのように進めていったらい

いのかは、地域の要望に応じてアドバイザーに御支援いただきたいと考

えております。 

 

福田勝政委員 セメント町、硫酸町、さきほど「町」とつく場所と言いました

が、そこの活性化は前から言われているんです。長年の皆さんの要望で

す。本当にうまくいくのでしょうか。 

 

河上市民部次長兼市民活動推進課長 商店街に特化した話合いではありません

ので、うまくいくかどうかという御回答は差し控えさせていただきます。

各地区で地域が持続可能な地域社会を構築するに当たって何が必要なの

か、何が課題なのかをしっかり考えていただき、また、その課題解決に

向けた取組を住民主体で行政とともに行っていくという中で商店街の問

題が出れば、しっかりと一緒に考えてまいりたいと思っております。 

 

福田勝政委員 ＲＭＯは何の略語ですか。 

 

河上市民部次長兼市民活動推進課長 リージョン・マネージメント・オーガニ

ゼーションです。そのままです。地域、運営、組織です。 

 

福田勝政委員 リージョン・マネージメント・オーガニゼーションと調べたら

出ましたけれど、なぜＲＭＯと書いてあるんですか。 

 

河上市民部次長兼市民活動推進課長 私どもとしましては、日本語である地域

運営組織という言葉をできるだけ使っております。一方で、国がＲＭＯ

という略称を使っています。また、ＲＭＯという言葉そのものがかなり
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周知されていますので、両方の言葉を使いながら説明させていただきた

いと思っております。 

 

松尾数則分科会長 ここで１０分間ほど休憩を取りたいと思います。１０時か

ら再開します。 

 

午前９時４５分 休憩 

 

午前９時５５分 再開 

 

松尾数則分科会長 休憩を解きまして、審査を続行します。引き続き委員の質

疑を求めます。 

 

奥良秀委員 先ほど来から、１月２７日に話をして３月末ぐらいから１１地区

で話合いをされるということなんですけど、その話合いをするときのメ

ンバーに対しては、その地域の方々にお任せで話をされるということで

すね。 

 

河上市民部次長兼市民活動推進課長 お任せというわけではなく、日程調整に

ついては皆様方の御意見を参考にして、また、参加メンバーについては

各地区の判断といいますか、地域交流センター等を踏まえて協議して進

めている状況です。３月の話合いでは、趣旨説明という観点から、地域

運営組織と多様化、複雑化する地域課題解決に向けた話合いの必要性に

ついて、お願いしたいと考えております。 

 

奥良秀委員 執行部は一体型を選んでいるわけですね。そうであるならば、既

にある程度地域の方に対して、例えば、防災部会だったらこういう人、

交流部会だったらこういう人、青少年部会だったらこういう人など、こ

れまでも地域の中でお話しされていると思いますんで、大体どういった

方と選定できていて当たり前だと思うんですが、いかがですか。それも
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全てお願いするのはどうなのかと思うんですが、いかがですか。 

 

河上市民部次長兼市民活動推進課長 お願いというわけではなく、地域の中で

しっかりと話し合って決めていただければと思っております。この組織

は、あくまでも住民主体の組織です。こちらの押しつけではありません

ので、そのような方向でしっかりと話合いを進める中で決めていただく

方向性で進めてまいりたいと考えております。 

 

奥良秀委員 押しつけではないんですけど、一体型でこういうものを作りたい

というイメージが執行部にあるんですよね。「こういったものが欲しい

です」ということは、お互い話し合って決めておいたほうが話が早く行

くんじゃないかという話をしているんですけど、いかがですか。 

 

河上市民部次長兼市民活動推進課長 先ほどから申しておりますように、一体

型が理想だと考えております。ついては、イメージとして一体型の御説

明をさせていただきたいと思っております。 

 

奥良秀委員 令和６年度から１１地区でスタートをするという目標があるんで

すよね。イメージがあると言われましたが、１１地区がばらばらでは話

してきた意味がないですよね。執行部としてのイメージがある中で、今

の進み方はどうですか。だんだん話が変わってくると思うんですよ。い

かがですか。 

 

河上市民部次長兼市民活動推進課長 まず、地域運営組織形成に向けて重要な

ことは、先ほど申し上げましたとおり、地域運営組織の形成が目的では

なく、地域の多くの皆様方で地域課題を共有するとともに、その課題解

決に向けた取組を実践していく組織そのものはどのようなものがいいの

かを地域の皆様方で話し合っていただくということになります。一方で、

なかなか各地区でイメージができないところがありますので、私どもと

しましては、一体型のケースを基に御提案していきたいと考えておりま
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す。 

 

山田伸幸委員 その中で市はどのように関わっていくのか。あくまでも外から

提案するだけでしょうか。それとも、担当者を決めて話し合ったり、一

緒に活動したりなど、そういった人の配置等はされるんでしょうか。 

 

河上市民部次長兼市民活動推進課長 まず、話合いは私たちや地域交流センタ

ーの職員が参画して進めてまいりたいと考えております。また、この話

合いが深まっていき、それぞれ個別の地域課題、例えば、高齢者問題に

ついてしっかりと解決していきたいという地区の御要望があれば、担当

する課の職員をその会議の中に参画させる工夫もしてまいりたいと思っ

ております。また、実際に地域運営組織が形成され、地域課題解決に向

けた取組を実践する際におきましては、行政とともに行っていくものは

行っていく、地域の皆様方でやっていただくものについては地域の皆様

方で主体でやっていただくということとしていきたいと考えております。

以上です。 

 

白井健一郎副分科会長 先ほどからずっとお話や質疑への回答を伺っていまし

たが、質疑の場は、言うなれば事業のプレゼンだと思うんです。こうい

うことをしたいという行政側の熱意が伝わってこないというか、回答も

不誠実だし、話も抽象論で終わっています。私もさっきお話ししたとき

に、「いいお話を伺いました。参考にします」みたいなことで終わらせ

てしまわれていて、満足のいく質疑になっていない気がします。地域運

営組織推進事業をやりたい背景には、山陽小野田市全体、あるいは、日

本全体が抱えた地域の実情があると思うんです。例えば、今までは地区

自治協、地区ふるさと、地区社協でできていたものが、例えば、高齢化

で弱体化してくるとか、人数が足りなくなってくるといったときに、ど

うしても横の連携が必要で、行政を支える地域が必要になってくるなど、

そういった事情があるんでしょうか。 
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河上市民部次長兼市民活動推進課長 まず、はっきりした答弁ができないとい

うところにつきましては、この地域運営組織運営推進事業の主体は地域

の皆様であり、行政側がこれといったものが言えないということを御理

解ください。余り行政がこれと言ってしまうと、どうしても行政の押し

つけになってしまいます。やはり地域の皆様方の御意見を尊重しながら

進めていく必要があるというところですので、その辺りは御理解いただ

きたいと思います。背景ですが、副会長がおっしゃったとおりです。一

番大きな原因は、人口減少になろうかと思います。行政側としましては、

人口減少によって税収が減少し、今まで行っている行政サービスが維持

できなくなる可能性があります。また、地域側からしても、地域の担い

手が不足する一方で、高齢化、少子化、環境、防災等々、地域の課題が

多様化、複雑化しております。したがって、地域の皆様方でできるもの

は主体的に行っていただくとともに、行政と地域が協創の理念の下に一

体となって、多様化、複雑化する地域課題の解決に向けて取り組んでい

く必要性が出てきているということが背景です。 

 

山田伸幸委員 地域の実情を出してくれと言われたら、それぞれかなり厳しい

状況を言い合うことができて、しかし、それをどう解決していくかと言

われたら、これという解決方法はなかなか示しにくいのが実情だと思う

んです。先ほど言ったように、私どもには非常に厳しい実態があって、

それをどう解決していくかということで、もう１年以上悩み苦しんでい

るんですが、それが一向に解決しない。そういったときに、地域運営組

織ができたら解決するのか。そういう展望が示されるのか。なかなか難

しいんじゃないかなと思わざるを得ません。これは私の自治会だけじゃ

なく、ほかの自治会も同じなんです。「自治会長の成り手がいないので、

自分がやらざるを得ないからやっているんだ」と、はっきり言っておら

れる方もいます。そういった方は、手を抜いてるわけではないんですけ

れど、実際の活動面では、もっとやれるはずなのにやってないというこ

とがよくあるんです。そういった地域の主体を担う人材、人材と言った

ら語弊があるかもしれませんが、本当に地域の支えとなるような人をど
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う育成していくのか。簡単にＲＭＯと言われておりますけれど、実際に

地域で活動してる者にとっては非常に厳しい状況があるわけです。その

辺を踏まえて発言していくこと、「どうぞ皆さん、今の課題を言ってく

ださい」と言えば、それが言えば解決するのかという話になるんじゃな

いかと思うんですが、どうでしょうか。 

 

河上市民部次長兼市民活動推進課長 地域運営組織が形成されれば全ての地域

課題が解決するとは思っておりません。一方で、地域の課題が多様化、

複雑化、深刻化しているところです。やはり多くの方がしっかりと現状

を共有し、様々な視点から解決に向けた取組がどのようにできるかとい

う話合いをしていく必要があると思っています。現状のままで置くと、

どうしてもより深刻化してしまいます。とにかく多くの方々が話合いを

する中で、少しでも光が見えてくる手法として地域運営組織の推進を考

えているところです。繰り返しになりますが、決して地域運営組織が形

成されれば、課題解決されると考えておりません。 

 

大井淳一朗委員 組織づくりも関心事ですが、７０ページを見ていただきます

と、令和５年度は、令和６年度からＲＭＯが形成されることを前提に、

アドバイザーの派遣に加えて活動支援交付金の交付があります。交付金

の中身は令和６年度にならないと全貌が明らかにならないんですが、地

域の方の関心事はお金がどうなるのかということです。地域運営組織に

お金が交付されるならば、自分たちが今まで属していたふるさととか地

区社協とか自治協とかにお金が行っていたのが行かなくなるんじゃない

かということです。やはりお金のこともどうなるのかを示さないと、地

区の方は不安でないかと思うんですけど、この辺りはどのように考えて

おられますか。 

 

河上市民部次長兼市民活動推進課長 令和６年度以降の予算につきましては、

令和６年度以降は地域運営組織が形成されるという想定の中で、地域運

営組織に対する負担金、補助金については、まだ未確定ですので空白と



 22 

しております。交付制度については、今後、先進事例を参考にして、し

っかりと検討してまいりたいと思っております。また、来年度に各地区

で話合いを進めさせていただく状況を鑑みながら、行政内でもしっかり

と考えていき、より適当な交付制度を考えたいと思っております。 

 

大井淳一朗委員 そちらはそちらでやっていただきたいんですけど、既存の団

体に対する補助が行かなくなるということですよね。そこを明確にして

おかないと、恐らくこれから説明する中で質問が出てきます。それに対

してどう答えるかということなんですけれども、いかがですか。 

 

河上市民部次長兼市民活動推進課長 先進事例で申し上げますと、地域運営組

織そのものに対して交付しているケースが多いです。個々の団体ではな

く、地域運営組織に対して交付している。そして、地域運営組織がそれ

ぞれの部会等に配分する形を取っている事例がありますので、これらも

参考にしながら、しっかりと考えてまいりたいと思います。 

 

吉永美子委員 これから形成していく中で、「地域でこんな課題があるけど、

これを進めたらどうですか」と、いろいろな意見が出てくる可能性があ

ります。先進事例ということで、これから先は県内の状況とかも出して

いただくようになっていくと思うんですけど、それぞれ活動していかれ

る中で、内容によっては金額的に掛かるとか、そんなに掛からないとか

いろいろなケースが出てくる可能性があると思います。御説明があった

活動支援交付金の交付は、未確定ではありますが、これは並べて交付で

はなくて、現状に応じて交付ということも検討されているでしょうか。 

 

河上市民部次長兼市民活動推進課長 これも先進事例を参考にしながらしっか

りと考えてまいりたいと思っております。吉永委員がおっしゃったケー

スは先進事例でもよくありまして、まず、基本的な金額を交付して、そ

の地区その地区において取組内容が変わってくると考えております。つ

いては、各地区での特別な取組について、別の補助金を追加で交付する
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仕組みを考えている先進事例もあります。こういったものもしっかりと

勘案しながら、本市の制度設計をしてまいりたいと思っております。 

 

山田伸幸委員 先進事例の話が出ましたが、かなり金額が高いもの、例えば、

安芸高田市の運送事業では、車を買ったりとか、運転手を確保したりと

か、恐らく地域の方が運転手をしておられると思うんですけど、それに

多額の費用が掛かってきます。有償とはいえ、全額を有償部分で負担す

るとはならないのではないかと思うんです。実際、地域共通で困ってい

るのが、買物の足です。バス利用所はバスの運行が自分たちの要求に合

っていないので、バスを使うわけにはいかない。タクシーを使うかとい

うと、買物の度に使うわけにはいかない。そういった方々向けの運送事

業の話ですけど、これは先進事例ということであって、それを地域でで

きるかとなると、なかなか難しいんじゃないかと思わざるを得ないです。

本当に行政が不足分を手当てしてくれるのかなどは、現在、一切明らか

になってないわけです。 

 

河上市民部次長兼市民活動推進課長 交付又は補助の制度については、まだ確

定しておりませんが、先進事例を参考にしながら考えてまいりたいと思

っております。また、７３ページ、交通手段の確保、あるいは、その左

側にある京都府での地域がスーパーを経営している事例につきましては、

国の支援制度もありますので、それらもしっかり研究して、活用できる

ような制度設計を考えてまいりたいと思っております。 

 

白井健一郎副分科会長 今、公共交通機関であるバスの話が出ました。これは

産業建設常任委員会の所管かもしれませんけれども、バスに関する議論

がもっと必要だと考えており、高齢者が一番きついのは、自家用車がな

くなった後、買物に行くためにわざわざタクシーを使うことです。バス

では、病院に行ったり、サンパークに行ったりなど、なかなかうまく時

間が合わなかったりすることがあります。もしこの地域運営組織がうま

くいって、交通弱者の方々の便利に踏み込んでいくことができたならば、
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それはすばらしいことだと思います。それだけでもやる価値があると思

っています。どうでしょうか。 

 

河上市民部次長兼市民活動推進課長 高齢者の交通手段の確保は大きな課題だ

と思っております。この辺については、各地区で話合いを進めていき、

課題解決に向けた取組にはどのような手法があるのか、皆さんで考えて

いただきたいと思っております。一つ例を申しますと、各地区において

どのようなバス路線が適当なのかを考えて行政側に提案するという手法

もありますし、この安芸高田市のように各地区でバスを運用していく手

法があろうかと思います。課題が抽出された後には、その解決に向けた

取組を一緒になって考えてまいりたいと考えております。 

 

大井淳一朗委員 恐らく検討会を進めていく中で各地区の課題は出てくるし、

副会長が言われたようなことも含めて出てくると思います。それを解決

するための一つの手段として地域運営組織があるという関連づけをきち

んと説明しないと、自分たちは既存の団体でもうやっていると。イベン

トは実行委員会形式やっていると。だから、実質変わらないのに、なぜ

地域運営組織を作る必要あるのかと言われたときに困ると思うんです。

ですから、地域課題を解決するための一つの手段として地域運営組織が

あるということをもっと明確に説明しないと、恐らくうまくいかないの

ではないかと思うんですが、その辺りはどのように考えていますか。 

 

河上市民部次長兼市民活動推進課長 先ほど申しましたが、私どもの説明がう

まくいっているとは思っておりません。まだ地域に対して認識の共有が

深まっているとも考えておりません。大井委員や白井副会長がおっしゃ

ったような先進事例等をしっかり皆様方にお伝えし、このような取組が

あると。あるいは、このような課題に対して、地域では様々な活動をし

ておられますけれども、今できていない部分もありますというところも、

話合いの中で見つけていきたいと考えております。 
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奥良秀委員 ７１ページ、地域運営組織検討会（仮称）の進捗状況はどういう

状況になっていますか。 

 

河上市民部次長兼市民活動推進課長 来年度この検討会を立ち上げていただき

たいと思っております。今週の金曜日から再来週に掛けて、説明やお願

いをしてまいりたいと考えております。 

 

奥良秀委員 今からこれを作るようにお願いしていくというところですね。と

いうことは、お願いしても作られなければ、またなかなか前に進んでい

かないということでよろしいですか。 

 

河上市民部次長兼市民活動推進課長 しっかりと説明し、お願いしてまいりた

いと思っております。 

 

山田伸幸委員 地域との話合いというのは、何かの会合のついでですか。それ

とも、それだけでされるんでしょうか。 

 

河上市民部次長兼市民活動推進課長 細かいところは聞いておりませんが、メ

ンバーの方々を見ますと、何かのついでというわけではない気がします。 

 

山田伸幸委員 こういった地域の運営は地域だけに任してもどうしようもない

んです。合併問題が片付いた後、地域をどういうふうに活性化していく

かというときに、各地区に公民館がありましたので、そこにきちんと職

員を配置して、その職員が地域を回す原動力となって、時には健康関連

のときには保健師が応援に行くなど、いろいろな形で地域の要求実現の

ために活躍することによって山陽小野田市が発展するのではないかとい

う提言を作ったことがあるんです。時代は随分変わって、あのときは皆

さん元気だったんですが、残念なことにすごく高齢化して、いろいろな

事業の担い手がいなくなっていることが一番大きな課題です。ＲＭＯに

期待が持てるのかどうか。結局、また自分たちが汗水たらして、新しい



 26 

ものを作るためにやらなくちゃいけないのかとなってしまうと、うまく

いかないと思います。市としてもそこにコーディネーターを張りつけた

り、センターの職員にしっかり分かっている方を配置したりする必要が

あると思うんですが、いかがでしょうか。 

 

河上市民部次長兼市民活動推進課長 まず、地域運営組織で全ての地域課題が

解決できるとは考えておりません。まず、いろいろな課題について多く

の地域の皆様方で話し合っていただく土台として考え、また、その取組

を実践する手法として考えております。地域づくりの支援につきまして

は、公民館を地域交流センターとし、地域づくりの支援を事務の中に加

えております。地域交流センターの職員につきまして、今年度も機会が

ある度に地域づくりに関する研修に出席させております。また、センタ

ー長会議を毎月行っておりますけれども、この部分につきましても、し

っかりと地域づくりに向けた説明、お願いをしているところです。ただ、

今は２人体制ですので、生涯学習の推進、地域づくりの支援が業務量と

して多い現状ですが、次の審査事業となります集落支援制度を活用して、

先ほど山田委員は地域の原動力という言葉を使われましたけれども、ソ

フト部分で地域の拠点となるべく、進めてまいりたいと考えております。 

 

奥良秀委員 ６９ページ、成果指標は、令和５年度の研修会、ワークショップ、

説明会等の開催回数を３６回とあるんですが、これは１１地区合わせて

３６回でしょうか。 

 

河上市民部次長兼市民活動推進課長 １１地区ということになります。実際に

はこの２倍などという数になる可能性が非常に高いと思っています。各

地区の意向を踏まえながら会議等を進めてまいりたいと思っております

が、目標としてなかなか算出しにくかったもので、取り急ぎ３６回とし

ております。 

 

奥良秀 先ほど来から言っておりますが、どれだけ浸透するかという話が今回
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のＲＭＯを進めていくやり方だと思うんですが、１地区でどんと回数が

伸びて、もう一つの地区では伸びないという可能性も出てくるので、回

数を成果指標とされるのはどうなのかと。できるのであれば、７３ペー

ジ、令和５年度に地域にお願いしたい動きのところで、地域カルテを作

るとか、将来ビジョンの策定とかを成果指標にされたほうがいいと思う

んですが、いかがでしょうか。 

 

河上市民部次長兼市民活動推進課長 研修会、ワークショップ、説明会等の開

催回数は活動指標となります。活動そのものについては事業そのものの

内容となろうかと思います。成果指標としましては、一つの目標である

地域運営組織の形成を目指して話を進めていきたいと考えておりますの

で、このように表記しております。 

 

奥良秀委員 その活動が令和４年度にはなかなか見えてきませんでした。今、

進捗が伸び悩んでいるのであれば、こういう活動を成果にするのは判断

が難しいと思うんですよ。要は、決算ときにこの数で浸透したか、して

いないかを判断しなくちゃいけないんですけど、回数ありきじゃどうな

のかというところがあるんですけど、どのように思いますか。 

 

河上市民部次長兼市民活動推進課長 回数は活動指標になりますから、この活

動そのものは、この回数以上のものをしっかりと頑張ってもらいたいと。

成果としましては、説明会等をしっかりとさせていただく中で、地域運

営組織検討会が設置され、また、最終的に一つの目標である地域運営組

織が形成されればと思っております。今の地域カルテ等につきましては、

説明会等による一つの資料の作成となりますので、一つの活動指標では

ありますけれども、全体的地域に説明する際のお願いをさせていただく

際の活動指標としては小さすぎるということで、この指標を挙げており

ます。 

 

松尾数則分科会長 令和５年度の予算につきましては、アドバイザー等を雇用
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し、市民に内容を知らせるというふうに捉えていいわけですね。 

 

河上市民部次長兼市民活動推進課長 皆様方に地域づくりの必要性を共有させ

ていただくとともに、先ほど来から申し上げておりますように、地域運

営組織の形成そのものが目的ではありません。しっかりと皆さんが各地

区で話合いを進めていただくことが非常に重要だと思っております。話

合いの手法は、できればワークショップ形式を用いて実施させていただ

ければと思っておりますので、そのワークショップの手法、コーディネ

ート等を御指導いただきたいと考えております。 

 

松尾数則分科会長 地域カルテはもうできていますね。 

 

河上市民部次長兼市民活動推進課長 できております。 

 

松尾数則分科会長 行政が作ったので、これからは地元の人と一緒に更に内容

を充実させていくということですね。 

 

河上市民部次長兼市民活動推進課長 地域カルテは各地区の現状を示したもの

となります。今回は私どもで策定しておりますけれども、定期的に現状

が変わってまいりますので、定期的な改正が必要だと思っております。

その業務につきましては、次の審査事業である集落支援員に担っていた

だきたいと考えております。 

 

松尾数則分科会長 質疑はありますか。（「なし」と呼ぶ者あり）この件につ

きましては、これで質疑を打ち切ります。ここで１０分休憩します。 

 

午前１０時３０分 休憩 

 

午前１０時３５分 再開 

 



 29 

松尾数則分科会長 休憩を解きまして、審査を続行します。次は、審査事業１

３番について、執行部の説明を求めます。 

 

河上市民部次長兼市民活動推進課長 審査番号１３番、集落支援員設置事業に

ついて御説明します。資料７５、７６ページをお開きください。事務事

業名は、集落支援員設置事業でございます。事業全般を資料により説明

させていただきたいと思いますので、７７ページをお開きください。集

落支援員は、地域の実情に詳しく、集落対策の推進に関してノウハウ、

知見を有した人材が地方公共団体の委嘱を受け、市町村職員と連携し、

集落への目配りとして集落の巡回状況把握等を行う取組に対して特別交

付税措置を講じる総務省の制度です。総務省では、集落支援員の役割と

しまして、集落の点検の実施、集落の在り方に関する話合いの促進、地

域の実情に応じた集落の維持、活性化対策が掲げられており、本市にお

ける本制度を活用した業務といたしましては、地域運営組織の形成に向

けた地域との話合いの場や検討会への参加及び支援、地域運営組織形成

後の事務局機能、地域課題の把握、分析と課題解決に向けた具体的な方

策の検討及び支援、地域の巡回及び地域住民や団体行政との連絡調整な

ど地域づくり全般の支援としております。活動指標でもありますが、集

落支援員の配置は、１１地区全てに１人配置とし、各地域交流センター

に配置していくこととしております。配置時期は、募集から採用までの

準備期間を考慮し、令和５年６月からを目標に配置をしていきたいと考

えております。予算について御説明します。集落支援員の雇用条件は、

パートタイムの会計年度任用職員で１日当たり７時間４５分。週３日勤

務で、給料は月額９万７，０００円としております。ついては、報酬は

９万７，０００円掛ける１０か月とし掛ける１１人で１，０６７万円、

職員手当等は２５６万１，０００円、共済費は２６６万５，０００円、

通勤手当として、旅費は１７０万６，０００円で、合計１，７６０万２，

０００円としております。なお、当事業は、人件費、活動費等を含め、

全額が特別交付税の措置対象となります。御審査のほど、よろしくお願

いいたします。 
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松尾数則分科会長 執行部の説明が終わりましたので、委員の質疑を受けます。 

 

大井淳一朗委員 私は長門市とか行って、この制度はすごく良いとは思うんで

すが、問題は人材です。集落の実情に詳しく、集落対策の推進に関して

ノウハウや知見を有した人材なんですが、これは年齢層とかも含めてど

ういった人材を考えていますか。これは市が選ぶんですか。それとも、

地域が選ぶんですか。 

 

河上市民部次長兼市民活動推進課長 要件としては、先ほど大井委員がおっし

ゃったように、集落をしっかり把握し、あるいは、把握しようとする者

ということになりますし、事務局機能等も担っていただく、あるいは、

地区の点検、巡回等もしていただきたいと考えておりますので、車の普

通免許や一定のパソコン技能を持っておられる方、また、地域の方々や

団体とコミュニケーションを図る能力がある方、また、地域づくりに意

欲的な方を考えております。選出方法、募集方法等は、今のところ地域

からの推薦を基本として考えております。なお、地域からの推薦をお願

いする中で、候補者がいない場合には公募という手法も考えてまいりた

いと思っております。 

 

大井淳一朗委員 地域からの推薦ということですが、特に年齢制限があるわけ

じゃないんですけども、リタイアされた方や６０歳代ならまだいいんで

すが、７０歳代など、別に年を取っているのが悪いとは思いませんが、

地域に任せてしまうと地縁などで選んでしまうので、うまくいかないん

じゃないかという意見もあるんですが、これについてはいかがですか。 

 

河上市民部次長兼市民活動推進課長 募集方法につきましては、既に集落支援

制度を活用している先進事例を調査し、研究してまいりました。手法と

しては２通りありまして、完全なる公募と地域からの推薦があります。

公募のメリットとしましては、集落支援の活動に意欲があって、優秀な
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人材が採用できる可能性がある。一方で、よその地区から来られる可能

性がありますので、地域になじめないという可能性もあります。地域か

らの推薦のメリットとしては、地域となじみがあるといいますか、地域

に精通した人材が採用できる可能性があるということです。一方、大井

委員がおっしゃったように、年配の方が採用される可能性もデメリット

としてあります。この辺りをいろいろ考慮する中で、また、他市の聞き

取り等を行う中で、今回初めて取り組む事業ですので、まずは各地区の

意見を尊重しながら対応していきたいという方向性で考えているところ

です。 

 

大井淳一朗委員 集落支援員と地域交流センターの職員との関係性はどのよう

になりますか。 

 

河上市民部次長兼市民活動推進課長 先ほど申したように、集落支援員の配置

につきましては、地域交流センターを拠点として活動していただきたい

と思っております。また、地域交流センター職員との関係性につきまし

ては、地域交流センターの機能には地域づくりの支援がありますので、

センター長の下に配属される形で考えております。 

 

吉永美子委員 ７７ページ、集落支援員は、週３日勤務で、１日当たり７時間

４５分勤務とあるんですが、なぜ週３日にされたのですか。また、これ

は何時から何時までという想定なのか、教えてください。 

 

河上市民部次長兼市民活動推進課長 なぜ３日なのかということについて、な

かなか一番良い勤務日数というのはなかなか難しいところですけれども、

先進事例を参考にして週３日と提案しております。勤務時間につきまし

ては、原則として午前８時３０分から午後５時１５分までを考えており

ます。 

 

吉永美子委員 集落支援員の役割について、話合いの促進や業務として話合い
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に参加するなどがあるわけです。話合いは、ほかにお仕事をされている

方が多いところでは夜になる可能性があると思うんですが、午後５時１

５分までしか勤務時間がないという状況の中で、業務が進むのか、教え

てください。 

 

河上市民部次長兼市民活動推進課長 吉永委員がおっしゃったように、話合い

の場が午後５時１５分以降に行われる場合につきましては、時間外勤務

として参加していただくようにしていきたいと思っております。 

 

山田伸幸委員 各地域を見ておりまして、今言われてきたような役割を発揮し

ようとすると、この時間で縛るのはなかなか難しいんじゃないかと思い

ます。働き方と言ってしまえばそうなんですけど、地域の実情に応じた

活動スタイルがあると思うんです。例えば、先日も地域でふるさと祭り

が行われましたが、いろいろなイベント等があったときに、これに縛ら

れていたら何もできないんです。全部時間外勤務で対応するのか。フリ

ータイムで柔軟な対応が必要ではないですか。例えば、午後から夜まで

出勤するとか、そういうふうにしていくほうが働きやすいんではないで

しょうか。その人の考え方にもよりますが、どういった方が来られるか

によって、週３日を金曜日、土曜日、日曜日に充てるとか、あるいは、

通常の月曜日、水曜日、金曜日で日曜勤務だけ勤務するとか、いろいろ

あると思うんです。そういった柔軟な対応が地域との付き合いでは求め

られるんではないかと思うんです。フレックスタイムのように柔軟な形

もあると思うんですが、それについてはどのように考えられますか。 

 

河上市民部次長兼市民活動推進課長 雇用するに当たって、一定の条件を提示

することが必要と考えておりますので、週３日、そして、午前８時３０

分から午後５時１５分という基準を考えております。一方、地域の行事

や会議は、なかなか不規則で、週末に行われたり、夜に行われたりとい

うことがあります。夜については時間外勤務での対応、週末の勤務とい

うことであれば、あるいは、勤務時間外の平日であれば、代休等で対応
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し、適切に地域を支援できるような勤務体系で進めてまいりたいと思っ

ております。 

 

川﨑市民部長 雇用関係は人事部局ともよく調整して、働きやすい効果的な雇

用の仕方を調整したいと思っております。 

 

吉永美子委員 集落支援員は、これからもずっと配置するのですか。 

 

河上市民部次長兼市民活動推進課長 地域づくりは、単年度だけでなく、今後

もずっと続いていく必要がある事業だと思っております。ついては、可

能な限り集落支援員制度を活用しながら、職員を配置し続けていきたい

と考えております。 

 

吉永美子委員 ７７ページにも書いてありますが、特別交付税の措置がされて

いるというところで、上限がかなり高く４３０万円なんですけど、そこ

まで使わなくても、先進事例で週３日程度で大丈夫だという考えの下で

行かれると思うんですが、今後、可能な限りとは、山陽小野田市では特

別交付税の措置がなくなっても集落支援員を置くということでよろしい

ですか。 

 

河上市民部次長兼市民活動推進課長 現在、特別交付税の措置がなくなるとは

想定していませんが、これがなくなったときには再度検討させていただ

きたいと思います。 

 

福田勝政委員 公募されると聞きましたけれど、例えば、市の職員が退職され

て天下りするなど、採用の条件はいいですか。 

 

古川副市長 先ほど来から人事について聞かれていますので、担当では答弁し

にくいと思います。集落支援員は、地域運営組織を動かしていく上で一

番重要な機動力、推進力になるであろうと考えております。そうした中
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で特別交付税が措置されるので、是非とも良い人材を確保したいという

ことで、幅広く人材を集めたい中で、市職員のＯＢもいるかもしれませ

ん。また、まちづくりに造詣があって、地域に溶け込んでいきたいとい

う外部の方がいらっしゃれば、その方も対象になるでしょう。とにかく、

地域に溶け込んでまちをつくっていこうという意欲のある方は、市職員

のＯＢ、学校の先生のＯＢ、一般の方、どなたに対しても門戸を広げて

おります。 

 

山田伸幸委員 これは移住で見てきた実例です。地域を細かく回って、地域の

実情をつかんで、希望があったときに即座に対応するという活動をして

いる地域があるんですけれど、集落支援員はそういった機能を担わない

ということでよろしいんでしょうか。 

 

河上市民部次長兼市民活動推進課長 集落支援員は、地域と行政をつなぐ役割

だと考えています。ついては、そういった要望等がありましたら、関係

課にしっかりとつないでいくということで、直接的に定住促進業務を担

うことはありませんが、つなぐ役割を担っていただきたいと考えており

ます。 

 

大井淳一朗委員 行政との連絡調整もあるんですが、集落支援は、地域の困り

事をそのまま行政に伝えるという市会議員みたいな役割になるんじゃな

いかという心配があるんですけど。そういうことも想定しているんです

か。 

 

河上市民部次長兼市民活動推進課長 地域の困り事を把握することが困難な場

合もあります。それを適切に把握して、行政につなげていくことが非常

に大事な役割だと思っております。議員の皆様方もそういった形で活動

しておられると思いますので、その一端を担うことができればと考えて

おります。 
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山田伸幸委員 それをしようとすると、かなり地域と密接につながっていない

といけません。家庭内のことも入ってきますので、そこまでのことを集

落支援員に課すのはどうなのかと思うんですが、いかがでしょうか。 

 

河上市民部次長兼市民活動推進課長 現実的に個別の訪問は困難だと思ってお

ります。ついては、自治会長、民生委員、各地区の様々な団体等があり

ます。もっと言いますと、地域交流センターに来られる一般の方などか

らお困り事の声を聞きながら、しっかりと行政側につなげていく役割を

担っていただければと思っております。 

 

福田勝政委員 １１か所に１人ずつということで、１人当たり月額１３万円に

なります。この中身をもう一度詳しく教えてください。 

 

河上市民部次長兼市民活動推進課長 給料としては、１人当たり月額９万７，

０００円となります。 

 

福田勝政委員 手当はどういうものですか。手当を入れたら１３万円になると

思います。 

 

河上市民部次長兼市民活動推進課長 資料７７ページ、下段部分に予算案の内

容を記載しています。まず、１人当たりの報酬が月額９万７，０００円

です。９万７，０００円の根拠ですが、週３日勤務というところで、会

計年度職員の給料月額が１６万１，０００円ですので、それを週３日で

換算し、９万７，０００円としております。 

 

白井健一郎副分科会長 集落支援の役割として、集落と行政の橋渡し、つまり、

集落で何か困ったことがあれば、行政とつなぐというお話されたと思い

ます。地域運営組織がその地域の悩み事を解決する場なんです。それな

のに、そのまま市役所に持ってこられても、解決できないことが多いと

思うんです。先ほど市議会議員の仕事の話が出ましたけど、地域で悩み
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の相談を受けたときに、市役所に持ってきても、話を聞いてもらうだけ

で解決できずに、一般質問で聞いてみるとか更に働き掛けてみるとかで

終わることがほとんどなんです。その辺をどう考えていらっしゃるので

すか。 

 

河上市民部次長兼市民活動推進課長 地域運営組織につきまして、地域で解決

できる課題は、住民主体で解決していただくものとなります。したがっ

て、地域運営組織で今後取り組まれる事業に該当するものについては、

この集落支援員がその地域の運営組織につないでいくという役割になろ

うかと思います。また地域でなかなか解決出来ないものについては、集

落支援員と並行して、すいません先ほどちょっと言葉が漏れておりまし

たが、集落支援員の上がセンター長になりますので、センター長を踏ま

えて行政とつないでいくという役割を担っていただければと考えており

ます。 

 

松尾数則分科会長 ほかに質疑はよろしいですか。（「なし」と呼ぶ者あり）

これで質疑を打ち切ります。続きまして、予算書について審査します。 

 

吉永美子委員 無料法律相談業務委託料について、令和４年度と予算額が変わ

っていません。令和４年度には相談を断ることがあると思うんですが、

今年度の実態はいかがでしょうか。 

 

三浦生活安全課主査兼市民相談係長 弁護士相談は、定員１０人で毎月行って

います。令和４年度につきましては、３月はまだ実施していませんが、

定員を超えたことが６回あります。 

 

吉永美子委員 年１２回で、半分は定員を超えたということですね。超えた人

数はどの程度ですか。 

 

三浦生活安全課主査兼市民相談係長 １６人がキャンセル待ちされましたが、



 37 

受けることができませんでした。 

 

吉永美子委員 ２月までで１６人の方が受けられなかったということですね。 

 

三浦生活安全課主査兼市民相談係長 そのとおりです。 

 

吉永美子委員 以前、月２回行っていたことがあります。定員を超えていなけ

れば聞かないんですが、断ることになっていますね。２回を１回に減ら

して問題がなければ言わないんですが、回数を戻すなどは検討されない

んでしょうか。 

 

山本生活安全課長 以前は２回のことがありましたが、過去調べてみますと、

弁護士相談を月に２回行っていたのが平成１８年度までで、平成１９年

度以降は、弁護士の法律相談は月１回になり、その後、平成２３年度か

ら司法書士の法律相談も加えており、それも含めると月２回開催してい

ることになっております。中でも弁護士の法律相談は人気がありまして、

キャンセル待ちが出ることもあります。その場合は、法テラスや県弁護

士会が開催する無料相談会など別の形のものを御案内しております。司

法書士の法律相談は定員に達しないこともありますので、例えば、相続

や登記関係であれば、そちらを御案内する。それから、行政書士会とも

年３回、相続関係の相談会を開催しておりますので、そちらを御案内す

る形で進めております。 

 

吉永美子委員 前にも同じような答弁があったと思います。法テラスなどを紹

介するということで、いつもそういう御答弁をされているんですが、相

談したいと市民がきちんと相談できているのですか。緊急性がある人な

どは、翌月まで待つのが辛いわけですが、市は、法テラスなどを紹介し

たら良いいう認識を持っておられるということでよろしいですか。 

 

山本生活安全課長 キャンセル待ちとなった方、受けられなかった方が個別に
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その後どうしたかまでの把握まではできておりません。現状、弁護士の

法律相談を月１回、司法書士の法律相談を月１回で十分と考えておりま

すので、この予算要求としております。 

 

大井淳一朗委員 交通安全について、４月１日から自転車に乗るときにヘルメ

ットを着けることが努力義務化されましたね。この周知をしていかない

といけないと思うんですが、どのように考えておられますか。 

 

山本生活安全課長 警察と連携しながら、また、小学校、中学校で自転車の交

通安全教室開催しておりますので、その中で周知をしていきたいと考え

ます。それから、市民の方に対しましては、春、夏、年末年始にそれぞ

れ交通安全運動実施期間がありますので、その中で周知していきたいと

考えております。 

 

山田伸幸委員 広報等は活用されていないんですか。 

 

山本生活安全課長 自転車のヘルメットの努力義務化について、広報への掲載

は今のところ考えておりません。 

 

大井淳一朗委員 今は考えていないかもしれませんが、やはり大事なことだし、

警察と連携しないといけません。私はこの前テレビで知ったぐらいなの

で、市民に周知する意味では広報を活用したほうがいいんじゃないです

か。 

 

山本生活安全課長 シティセールス課と連携して、広報、ＳＮＳ等必要な媒体

を通じて周知には努めたいと思います。 

 

山田伸幸委員 問題を市民に広く知ってもらおうと思ったら、ラジオで市が確

保している時間があるので、そこでも呼びかけることをされたらいかが

でしょうか。 
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山本生活安全課長 それも含めてシティセールス課と連携して周知に努めたい

と考えます。 

 

奥良秀委員 先日、空家等対策協議会に出席させてもらって、どういうものか

見させてもらいました。今年度も略式代執行があり、また、空き家もか

なり増えているという報告もありました。この度は委員報酬が前年度に

比べて減額になっているんですが、それはどういった理由でしょうか。 

 

山本生活安全課長 令和４年度は計画の改定作業に取りかかる予定で増額して

おりました。 

 

山田伸幸委員 講師謝礼について、これはどういったことをされるんでしょう

か。 

 

山本生活安全課長 空き家セミナーや相談会を開催する際の講師謝礼です。 

 

奥良秀委員 ８９ページ、委託料の項目は今回新しく入ってきているものなの

で、説明をお願いします。 

 

山本生活安全課長 一つ目の空家安全措置委託料につきましては、前年度まで

も予算を挙げており、令和５年度は増額しております。二つ目の廃棄物

処分業務委託料は、緊急的な代執行を行う場合の枠取り予算で、建物内

部にある家財道具等の残置物の廃棄処分を行うものです。三つ目のシス

テム開発委託料は、空き家を管理するシステムを導入するための経費で

す。 

 

奥良秀委員 空家安全措置委託料が倍になっているんですけど、これは空き家

が増えてきたので倍にしたということでよろしいですか。 
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山本生活安全課長 今年度５０万円の予算で足りなかったということがあって

増額しました。 

 

吉永美子委員 システム開発委託料について、空き家を管理するシステムを導

入することによって、どんなメリットが出てくるんですか。 

 

平生活安全課課長補佐 空き家を管理するシステムといいますのが、地図情報

と連動して空き家に関する情報を一元的に管理するというものです。行

政措置に関する文書等もそこから出力することができますので、事務処

理の効率化や空き家に関する苦情に対する対応に対して迅速に対応でき

るというメリットがあると考えております。 

 

吉永美子委員 事務的の効率化が図れるということで、これは国が進めている

んですか。 

 

山本生活安全課長 国がシステム化を進めているというわけではありません。

現状、本市では空き家の管理に表計算のソフト等々を利用しており、苦

情相談、利活用に関する相談、補助金に関する相談、それぞれ別々のフ

ァイルで管理しています。空き家を総合的に一元的に管理するためにシ

ステムを導入しようとするものです。 

 

吉永美子委員 利活用も含まれるということは、空き家バンクなども連動して

より良くなるんですか。 

 

平生活安全課課長補佐 空き家バンクに関する事務もこのシステムで管理した

いと考えております。 

 

山田伸幸委員 空き家利活用改修補助金の内容を説明してください。 

 

山本生活安全課長 空き家バンク登録物件を対象としており、登録物件に入居
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される方又は賃借者が住むために所有者が改修するための補助金です。 

 

山田伸幸委員 これは市民も市外の人も使えるということでよろしいんですか。 

 

平生活安全課課長補佐 市外から転入して空き家に住まれた方も対象となって

おります。 

 

白井健一郎副分科会長 国際交流について、令和５年度は必ず実施すると考え

てよろしいですか。 

 

河上市民部次長兼市民活動推進課長 必ずとは申し上げにくいんですけど、現

在受入れできるということですので、実施する方向で考えております。 

 

山田伸幸委員 女と男の一行詩をやめるということですけど、それに代わる事

業を考えておられるでしょうか。 

 

河上市民部次長兼市民活動推進課長 女と男の一行詩につきましては、令和３

年度をもって廃止しております。その後の対応は、男女共同参画の啓発

のためのパンフレットを作成し、企業等を中心に配布することで男女共

同参画の啓発に努めたいと考えております。 

 

山田伸幸委員 女と男の一行詩を使ったカレンダーが大変好評だったのですが、

これももうないと思います。これも市の特色だったと思うんですけど、

これをやめられたのは何か特別な理由があったんでしょうか。 

 

西崎市民活動推進課課長補佐 女と男の一行詩は長年継続してやってきたんで

すけども、市内からの応募者が少ない状況でして、そういった観点から

効果が薄いので、令和３年度で廃止したところです。 

 

河上市民部次長兼市民活動推進課長 補足します。この件は西崎が申したとお
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りの状況でして、その内容を男女共同参画審議会で審議していただいて

手法を変更しました。 

 

白井健一郎副分科会長 講師謝礼について、毎年女性の日がありますよね。（「発

言する者あり」）なくなりましたか。男女共同参画審議会委員の委員長

は、山口東京理科大学の文学関係の教養学部の先生だと思うんですが、

１０月にお話をお聞きしました。多様性をテーマにお話しされたと思う

んです。多様性は英語でダイバーシティーと言いますね。ダイバーシテ

ィーインクルージョンをテーマにして、大手の企業では、ダイバーシテ

ィーが広がれば企業の雇用につながる、豊かな人材が確保できるという

ことで、それに結びつけてダイバーシティーインクルージョンの話があ

ったと思うんです。その考え方に個人的にかなり異論がありまして、そ

れは私の独自説ではなく、今までの男女共同参画の考え方に沿ったもの

ではないと思ったので、その場でも反論しましたし、反論した後に、「よ

く言ってくれた」という声もありました。ですから、ここであれこれ述

べるのは変かもしれませんけれども、まずその点についてお聞きします。

話が細かくなり過ぎているかもしれませんけど、例えば、今年も１０月

か１１月辺りにそういうイベント、講演会を開くと思うんですけれども、

同じような講師を考えているということでしょうか。 

 

西崎市民活動推進課課長補佐 講師謝礼は、１０月１日が男女共同参画の日に

設定されており、イベントを行うときの講師への謝礼です。来年度の講

師はまだ決定しておりません。 

 

白井健一郎副分科会長 講演の内容に踏み込んで判断するのは非常に難しいこ

とで、特に公的な立場の方が行うのは非常に難しいことだと思いますが、

是非社会の通説、つまり社会で広まっている考え方を踏まえた上で講師

選定をしていただきたいと思っています。 

 

西崎市民活動推進課課長補佐 男女共同参画という言葉は、法律等でもまだ使
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われておりますので、私どもも男女共同参画を推進していくということ

です。一方で、多様性、ダイバーシティーという社会になってきており

ますので、男女共同参画を踏まえた上で多様性も推進していきたいと考

えております。 

 

吉永美子委員 自治会館建設補助金について、令和５年度当初予算は令和４年

度より５８万円減って６００万円となっております。令和４年度にも積

み残しの報告があったと思うんですが、この補助金の状況を教えてくだ

さい。 

 

西崎市民活動推進課課長補佐 令和５年度の６００万円につきましては、以前

から建設の要望がありますので、そちらの自治会に対する補助金を予定

しております。令和４年度につきましては、建設が１件、増改築が１件

を予算計上しておりました。建設の１件については、自治会から取下げ

が出ましたので、その予算を活用させていただいて、その時点で待機し

ていた自治会に対して全て交付しております。現在は来年度建設を予定

している自治会以外に待機はありません。 

 

吉永美子委員 積み残し部分は全部解消されて、それで、一度辞退されたとこ

ろが新たに出てきたということですね。同じ自治会が新たに建設を予定

しているということですね。 

 

西崎市民活動推進課課長補佐 令和４年度に辞退されたところが令和５年度に

建設されるわけではなく、令和２年度から要望していた自治会に対して

来年度補助金を交付するということです。 

 

山田伸幸委員 自治会事務費補助金について伺います。前から問題になってい

るところではありますが、自治会会計に含まれているかどうかの調査は、

決算書を出さなくて、入れていますか、入れていませんかというだけの

問合せになってるんですけれど、本当に自治会の会計に入っているかど
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うはどのように点検されているんでしょうか。 

 

西崎市民活動推進課課長補佐 自治会事務費の支出ですが、必ず自治会の口座

に振り込むようにしていますし、以前から問題になっておりましたので、

収支報告書を必ず提出していただいております。自治会から報告書が出

ておりますので、自治会に対する補助金は確認できていると認識してお

ります。 

 

松尾数則分科会長 ここで５分休憩して、１０時３５分から再開します。 

 

午前１０時３０分 休憩 

 

午前１０時３５分 再開 

 

松尾数則分科会長 休憩を解きまして、審査を続行します。２１目市民活動推

進費から質疑を求めます。 

 

白井健一郎副分科会長 講師謝礼がありますが、講演はいつ行う予定でしょう

か。 

 

西崎市民活動推進課課長補佐 スマイルプランナーの交流会を例年行っており

ます。来年度も２回分掛ける５万円ということで計上しております。 

 

大井淳一朗委員 これは市民活動支援センターは関係ありますか。今は庁内に

置いていますが、ＬＡＢＶで移すんですよね。それとも、今までと変わ

らない形ですか。 

 

西崎市民活動推進課課長補佐 現在、ＬＡＢＶ事業の中で市民活動センターを

設置するということで準備を進めております。令和５年度は市民活動推

進課内に設置している市民活動支援センターを運用しまして、令和６年
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度からは新たな市民活動センターでの運用を考えており、準備を進めて

いるところです。 

 

大井淳一朗委員 これがうまく機能しているのかという議論がこれまでもあっ

たんですが、うまくいっていますか。結局、諸団体との連絡調整はどの

ようになっているんですか。 

 

西崎市民活動推進課課長補佐 市民活動支援センターですが、市民活動団体に

対する支援がなかなか難しい状況ではありますが、あらゆる情報を収集

して、ホームページ等々で公表して周知するという支援をさせていただ

いと考えているところです。また、令和６年度からは新たな体制で取り

組みたいと考えております。 

 

大井淳一朗委員 新たな体制に向けて今から準備しなきゃいけないと思うんで

すけど、先ほど熟議があったＲＭＯとの関係とはどういう住み分けをさ

れていくんですか。 

 

河上市民部次長兼市民活動推進課長 市民活動センターにつきましては、支援

型コミュニティーに加えて、テーマ型コミュニティーという一定の目的

を持った団体の活動を支援していく部分があります。ついては、地域運

営組織とのつながりについては、地域運営組織が一定の課題を持つ取組

をする場合において、その目的が一致する支援型コミュニティーとつな

ぐことができればよいと思っております。 

 

大井淳一朗委員 地域交流センターにＷｉ－Ｆｉが整備されますが、それはこ

の費目に入っていますか。 

 

西崎市民活動推進課課長補佐 地域交流センターのインターネット環境整備は

令和６年度を予定しております。９９ページ、１２節委託料の工事委託

料５６６万５,０００円がハード的な整備に向けた予算です。インターネ
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ット環境整備について、地域交流センターは１１か所あるんですが、そ

の会議室の一室にインターネットのＬＡＮを整備して、地域交流センタ

ーが実施する講座などでインターネットを活用したものができる体制を

整えたいと考えております。 

 

大井淳一朗委員 Ｗｉ－Ｆｉではなくて有線のインターネット環境整備が１室

ということですか。各交流センターに１室のみということですか。 

 

西崎市民活動推進課課長補佐 主にインターネットを活用した講座等を目的に

整備しますので、基本的には有線ですが、Ｗｉ－Ｆｉルーター、無線Ｌ

ＡＮルーターを購入する予定にしておりますので、その中でスマホ教室

などにも対応できるようにしたいと考えています。センター全体をカバ

ーできるようなものではないかもしれませんが、講座等で活用できる無

線環境を整えたいと考えております。 

 

山田伸幸委員 講座を告知するだけでかなりの人が来るんですよ。スマホは持

っているけれど、なかなか使いこなせていない高齢者が多いです。先日、

たまたま山陽総合事務所に行ったときに講座がありましたが、ごった返

していたんですよ。もしそういう状況になったら、１台のＷｉ－Ｆｉで

は容量が足りないんではないかと思います。地域の実情に沿ってネット

環境を整備しないと、利用者にも迷惑を掛けてしまうと思うんですけれ

ど、いかがでしょうか。 

 

西崎市民活動推進課課長補佐 Ｗｉ－Ｆｉについては庁内でいろいろな議論が

あったんですが、まずは新たにインターネットを活用した講座やパソコ

ン教室で対応したいと思っております。Ｗｉ－Ｆｉルーターは業務用で

はないので、センター全体をカバーするようなものではないんですけれ

ども、３０台以上の機器をカバーできるようなものを買いたいと思って

おります。会議室内でＷｉ－Ｆｉを使った教室を行うことは可能な環境

であると考えております。 
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山田伸幸委員 夜間に地域交流センターを利用しておりますが、例えば、日曜

日に何も予定が入っていなくても１０時まで管理人の方がおられるんで

すよ。そこまで地域交流センターを開けておかなくてはいけない理由が

あるんですか。 

 

西崎市民活動推進課課長補佐 市の公共施設については、基本的には条例等で

開館時間は１０時までと定めておりますので、日ごとに貸している状況

は違いますが、センター自体は１０時まで開館しておき、それに必要な

管理人は置くと考えております。 

 

大井淳一朗委員 人権擁護委員について、前回は年齢うんぬんをお話ししまし

たが、今回問題になっているのは地区の偏りです。偏りが解消されてい

ないように思います。厚狭中学校区、埴生中学校区、厚陽中学校区から

はそれぞれいるんですが、小野田中学校区、竜王中学校区がゼロです。

地区のばらつきについて、まず現状を確認したいんですが、いかがでし

ょうか。 

 

河上市民部次長兼市民活動推進課長 小学校区単位で申しますと、いらっしゃ

らないのが、本山、赤崎、須恵、小野田、高千帆がいらっしゃらない状

況です。 

 

大井淳一朗委員 現状は分かりました。厚狭は多めにいますね。地区のばらつ

きについては前回御答弁いただいたところではあるんですが、何とか解

消しないといけないと思っております。これについて具体的に動かない

といけないと思うんですが、いかがですか。 

 

古川副市長 人権擁護委員は、議会の推薦が要件になっておりますので、推薦

の議案を提出させていただきました。推薦に当たって、今おっしゃられ

た地域にも当たってみたんですが、かなわなかったのが現状です。大井
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委員がおっしゃられたように、人権擁護委員の定数は１０人ということ

で、山陽小野田市の小学校区の人数ぐらいです。地域性や男女比も考え

る必要があると思いますし、また、毎年何人か交代があると思いますの

で、そういう時期におきましては、地域性や男女比も検討する中で幅広

く人材を発掘して、また、議会にも議決をお願いしたいと思いますので、

御理解ください。 

 

大井淳一朗委員 昨年も質問しましたが、石丸総合館の老朽化が進んでいます

が、建て替えの予定などはないということですか。 

 

西崎市民活動推進課課長補佐 現在のところ、建て替え等の計画はありません。 

 

大井淳一朗委員 恐らく耐震化されていないと思いますし、また、ここは地域

交流センターではないですが、インターネット環境などの整備が求めら

れるんですが、現時点での考えはありますか。 

 

西崎市民活動推進課課長補佐 インターネット環境ですが、地域交流センター

は各種講座等を行っておりますので、令和６年度で整備させていただこ

うと思っております。石丸総合館につきましては、二階に児童福祉館機

能があるんですけれども、講座等の予定はありませんので、インターネ

ットの整備は予定しておりません。 

 

山田伸幸委員 人権啓発費の講師謝礼について伺いたいんですが、私は、講座

があるときには必ず出席してお話を伺うんですが、講師は常に教育委員

会から来られる方なんです。大体同じようなパワーポイントを使われて

いて、最新の情報などが欠けているんじゃないかと思っているんですが、

講師をされる方の研修等はきちんと行われているのか、いかがでしょう

か。 

 

河上市民部次長兼市民活動推進課長 山田委員がおっしゃった部分は、教育委
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員会の人権教育の推進に関わる業務だと認識しております。人権啓発費

の講師謝礼は、市全体での人権講座やヒューマンフェスタという事業を

行っておりますが、この講師謝礼を予算化しているものです。この二つ

の事業につきましては、基本的には外部の講師で毎年違う方をお招きし

て対応しているところです。 

 

大井淳一朗委員 先日、消費者問題のセミナーがあったところですが、現在消

費者問題は減っているんですか。それとも、相変わらず増えているんで

すか。現状を教えてください。 

 

三浦生活安全課主査兼市民相談係長 相談件数についてのご質問ということで

よろしいでしょうか。（「はい」と呼ぶ者あり）令和４年度２月現在で

相談件数は２６６件、令和３年度は２８５件でしたので、同程度となり

ます。 

 

大井淳一朗委員 何年か前に質疑したときは、専門の職員がいて、クーリング

オフなどの対応をされているんですが、その職員のスキルアップについ

て、研修等もされていると思いますが、現状はいかがですか。 

 

三浦生活安全課主査兼市民相談係長 令和４年度において、消費生活相談員は、

国民生活センターのオンライン研修を３回受講しております。 

 

松尾数則分科会長 ほかに質疑はありますか。（「なし」と呼ぶ者あり）これ

で審査番号①は全て終わります。午後からは審査番号⑥と⑦に入ります

ので、よろしくお願いします。これで午前中の審査を終わります。 

 

午前１２時 休憩 

 

午後１時 再開 
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松尾数則分科会長 休憩を解きまして、審査を続行します。次は審査番号⑥で

すが、審査事業がありますので、審査事業２０番から審査します。まず、

執行部の説明を求めます。 

 

尾山福祉部次長兼健康増進課長 審査番号２０番、葉酸サプリメント配布事業

について御説明します。１０３ページをお開きください。事業概要を御

覧ください。葉酸とはビタミンの一種で、適量を摂取することで、神経

管閉鎖障がい等胎児の障がいの発症リスクを下げ、また、妊娠期の貧血

や妊娠高血圧症候群の予防に効果があると言われています。厚生労働省

においても、特に妊娠計画中及び妊娠初期は、通常の食事から摂取する

量に加え、サプリメント等を活用することを推奨しています。本市にお

いては、これまでも妊婦等へ葉酸摂取に関する情報提供は行ってきまし

たが、葉酸サプリメントを配布することで安心、安全な妊娠、出産、育

児につなぐ一助にしたいと考えています。本事業の対象者は、その右側

に記載しているとおり、本市へ妊娠届出書を提出し、母子健康手帳の交

付を受けた妊婦、及び転入された妊婦と婚姻届けを提出され、かつ申請

日時点で本市に住民票があり、今後、妊娠を希望されている方で、いず

れも希望された方にお渡しします。配布数は、妊婦に対しては１本、７

５日分、婚姻届を提出された方に対しては２本、１５０日分です。なお、

この事業を実施する意図は、胎児の障がいのリスクを低下させることも

ありますが、配布する際に、保健師又は管理栄養士が必ず面談を行い、

服用方法などに加えて食生活への助言等も行うことで、現在の食生活を

見直す機会とすることも考えています。活動指標は、葉酸サプリメント

の配布数です。令和５年度が令和６年度、７年度に比べて多くなってい

るのは、令和５年度に関しては、対象①の母子健康手用の交付時の妊婦

だけでなく、事業開始時点で妊娠初期に当たる方のうち、希望者にも配

布する予定としているためです。１０４ページを御覧ください。令和５

年度の予算、消耗品費２４万２，０００円は、葉酸サプリメントの購入

費と本事業の周知等にかかる経費を計上しています。御審査のほど、よ

ろしくお願いいたします。 
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松尾数則分科会長 執行部の説明が終わりましたので、委員の質疑を求めます。 

 

吉永美子委員 令和２年９月に防府市の例を取上げて葉酸サプリメントの配布

を提案したときには、「葉酸の過剰摂取が懸念されるため、現在のとこ

ろサプリメントの配布は考えていない」という答弁がありました。私は

この事業を歓迎しているんですが、配布にすることを決定した主な理由

をお聞かせください。 

 

尾山福祉部次長兼健康増進課長 以前、一般質問で御質問いただいているとこ

ろです。それ以後も原課で必要性をずっと研究してまいりました。過剰

摂取に対する懸念は消えてはおりませんが、今の栄養状態等を考えて、

また、他市の状況等も確認させていただいて、それらに加えて、この度

県医師会からも全県での実施を求める文書が発出されています。また、

毎年、宇部市の産婦人科医と合同で会議を行っておりますが、その席に

おいても両市で実施してほしいという産婦人科医の声が多く上がったこ

とから、この度予算化しました。 

 

吉永美子委員 導入時において、保健師や管理栄養士と面談を行って食生活等

を見直すきっかけとするというところで関心を持たれる妊娠を希望され

る方や妊娠届を出されている方が、予想以上に多くいた場合、これは良

いことなんですけど、こういったときにはどうなりますか。予算を使い

切ったからまた来年度というわけにいかないですが、そういうことはな

いと認識してよろしいですか。 

 

尾山福祉部次長兼健康増進課長 そのとおりです。 

 

大井淳一朗委員 対象者と見込んでいる４７０人とは、全妊婦の大体何割ぐら

いをカバーするようになるんですか。 
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山本健康増進課健康増進係長（母子担当） 妊婦の数については全数で約３５

０件と見込み、その全数分を予算計上しております。 

 

大井淳一朗委員 せっかくいい事業だと思っておりますが、希望者に配布とい

う形ですね。配布して飲むか、飲まないかは、それぞれの妊婦の御判断

ですが、希望しての手上げ方式でいくと、思ったより数が伸びないんじ

ゃないかと思うんですが、その辺りは懸念はいかがでしょうか。 

 

山本健康増進課健康増進係長（母子担当） 妊娠届を届け出いただく際に、全

妊婦に対して情報提供する予定にしております。他市の状況をお聞きす

ると、御案内すれば受取りを拒否される妊婦は本当に少ないと聞いてお

ります。本市においても全ての方が受け取られるのではないかと予想し

ております。 

 

松尾数則分科会長 ほかに質疑はございますか。（「なし」と呼ぶ者あり）質

疑なしと認めます。それでは、審査事業２０番の審査はこれで終了しま

す。続きまして審査事業２１番について、執行部の説明を求めます。 

 

梅田市民部次長兼環境課長 審査事業２１、飼い主のいない猫不妊・去勢手術

補助事業について御説明します。資料１０５、１０６ページをお願いし

ます。この事業は、飼い主のいない猫による生活環境トラブルの減少を

図るため、及び猫の殺処分減少のため、市民が率先して行う飼い主のい

ない猫に係る不妊・去勢手術費用の補助を行うものです。１０７ページ

を御覧ください。最初に、資料の右下のアスタリスクを御覧ください。

資料に記載している用語についての一般的な説明を記載しています。ま

ず、ＴＮＲ活動とは、飼い主のいない猫の数を今以上に増やさず、一代

限りの命を全うさせることを目的として、飼主のいない猫の不妊・去勢

手術を行い、捕獲場所に戻す継続的な活動とされています。次に、地域

猫活動とは、飼主のいない猫を生息する地域において、その地域の住民

の認知と合意など理解を得た上で、一定のルールの下適正に管理する活
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動とされています。これらを踏まえた上で、２、対象となる猫を御覧く

ださい。補助の対象となる猫は、市内に生息する飼い主のいない猫とし

ています。次に、３、補助対象者は、市内で地域猫活動を行う団体とし

ています。団体は、事前に市環境課に登録をしていただく必要がありま

す。４、補助対象者の要件（主要なもの）は、市内に住所を有し、かつ、

同一世帯でない成人３名以上で構成される地域猫活動団体であること、

山陽小野田市内でＴＮＲ活動を行うこと、ＴＮＲ活動の趣旨を理解し、

ルールを厳守すること、ＴＮＲ活動について、地域住民の理解を得てお

り、かつ、継続的に周知活動に努めることなど、国や県が作成している

地域猫活動に関するガイドライン等の内容をきちんと理解し、厳守して

いただくことを求めています。５、補助対象経費は、不妊手術及び去勢

手術に係る費用で、いずれの場合も耳のＶ字カット費用を含みますが、

交通費や保管料等手術費以外の費用は含みません。６、補助金額は、猫

１匹につき、不妊手術が１０，０００円、去勢手術が５，０００円を限

度とし、いずれの場合も、手術費用が補助金額に満たないときはその額

としています。７、周知方法については、市広報誌及びホームページへ

の掲載に加え、４月に発行予定の猫の適正飼養ガイドラインにも当該補

助制度について掲載し、必要に応じて配布することとしています。１０

６ページにお戻りください。本事業における令和５年度の予算額は、不

妊・去勢手術補助金として１２０万円、猫を捕獲するための捕獲機の購

入費７万１，０００円としています。積算根拠は、不妊・去勢手術補助

金につきましては、雄の去勢手術６０頭分、雌の不妊手術９０頭分を想

定しています。捕獲機につきましては５台分を想定しており、市が補助

金の交付を決定したＴＮＲ活動が行われる際に、必要に応じて貸し出す

ことを想定しています。なお、当該事業の財源につきましては、全額ふ

るさと支援基金を活用することとしています。御審査のほど、よろしく

お願いします。 

 

松尾数則分科会長 執行部の説明を終わりましたので、議員から質疑を求めま

す。 
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山田伸幸委員 補助対象者は、地域猫活動を行う団体とされております。実は

私たちの自治会で猫の問題がかなり取り沙汰されておりまして、こうい

った活動を実施したいと考えているんですけれど、自治会で地域猫活動

を行う場合についても、団体を立ち上げなくてはいけないのか、その点

はいかがでしょうか。 

 

梅田市民部次長兼環境課長 今回、この制度を設計するに当たって県内外のい

ろいろな市の事例を参照しました。その中では地域猫活動の団体と指定

しているところも数多くありまして、本市としてもそれに賛同したとこ

ろです。今回は補助金ですが、ＴＮＲ活動の最終的な目的は、これは県

の動物愛護管理推進計画にも書いてあるんですけども、人と動物の調和

の取れた快適な暮らしづくりを推進していくことです。この目的に向か

っていくために、地域猫活動をされている方であれば、既にこの目的を

御存じだと思いますし、もしこれからされるということであれば、是非

この目的に向かっていくことをしっかり認識しておられる方にやってい

ただきたいという思いがありますので、地域猫活動を行う団体と指定し

ております。 

 

山田伸幸委員 自治会が地域猫活動団体に依頼する場合は対象ですが、自治会

が直接行うのは駄目だということでよろしいんでしょうか。 

 

梅田市民部次長兼環境課長 補助対象者の要件を御覧いただきますと、市内に

住所を有し、かつ同一世帯でない成人３名以上で構成されると地域猫活

動団体となっていますので、自治会の方であっても３人以上が手を挙げ

て、その方たちが飼い主のいない猫を管理していただけるということで

団体登録をしていただければ、自治会でやっていただくことも可能だと

考えております。 

 

山田伸幸委員 自治会等でお困りのところはたくさんあろうかと思います。実
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際に、私どもの自治会でも苦情が殺到しておりましたので、地域猫活動

を行おうかと思ったんですが、合意が取れなかったということがあるん

です。こういう団体を立ち上げれば、全住民の理解が得られなくてもで

きると考えているんですけれど、補助金に加えて、ほかの団体から更に

補助されてもよいのでしょうか。 

 

梅田市民部次長兼環境課長 ただいまの御質問は、例えば、手術費用が２万円

掛かった場合に、ほかの団体から１万円補助されたというときに、市の

補助金も更に上乗せできるかということでよろしいでしょうか。 

 

山田伸幸委員 例えば、ＴＮＲ活動する団体にこの補助金が出ると。それに自

治会が上乗せをして同額を出して、団体の手出しがないようにすること

は可能かとお聞きしています。 

 

梅田市民部次長兼環境課長 度々質問を返して申し訳ないんですが、例えば、

２万円掛かったとして、この補助金で１万円出ますと。残りの１万円を

自治会から支払うということはよろしいかということですか。（「はい」

と呼ぶ者あり）補助金以外の部分につきましては、基本的に個人の方が

支払う場合が多いと思いますが、チャリティーなどでお金を集める場合

もありますので、それについては特に制約はないものと考えております。

ただし、ほかの団体が補助金を出す場合があれば、それに上乗せして補

助金も出して、更にそれによって本来掛かった費用よりも多くなってし

まうという事態は良くないと思いますので、その場合は本市の補助金額

を再考する必要があろうかと思います。 

 

大井淳一朗委員 補助金額の流れについて、これを見ると実績に応じて補助し

ていく形になるんですが、最初はどうしても立て替えるようになるんで

すか。団体登録して、その後に計画書を作って、実際に活動した件数を

届けて、それに応じて補助する流れですか。手続を説明してください。 
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梅田市民部次長兼環境課長 まず、団体登録を年度初めや年度内にしていただ

きます。団体登録が終わりましたら、実際にＴＮＲ活動をする地域住民

の了解を得た上で、どこの地域で何頭のＴＮＲ活動をするという計画書

を出していただきます。それを審査して、市が妥当であると判断すれば、

補助金の決定通知を行います。それを見ていただいて、実際にＴＭＲ活

動、不妊・去勢手術をしていただいて、その上で雄を何頭、雌を何頭手

術したという実績を改めて市に出していただいて、その実績に応じて市

が補助金をお渡しするという流れになります。ですので、先ほど言われ

たとおり、実施する方にまずは立て替えていただく必要があります。 

 

大井淳一朗委員 金銭的な問題もあるんですが、地域住民の理解を得ることが

なかなか難しいですね。何をもって地域住民の理解なのか、どのような

手続を考えておられるでしょうか。 

 

梅田市民部次長兼環境課長 現在のところ、ＴＮＲ活動を行う地域の自治会長

の同意を頂くことが第一と考えております。もし自治会長がなかなか同

意してくれないということであれば、自治会内で困っている方がいるの

に自治会長が同意しないというのは、どんな合理的な理由があるのかと

いうところをしっかりと確認していただいて、場合によっては市が実施

しようとする方と一緒にお話を聞きに行くというようなこともあろうか

と思いますが、そういった形で地域の合意を頂いてもらいたいと思いま

す。 

 

吉永美子委員 議会が可決した後、速やかに制度を実施されると思うんですが、

いつから団体の登録を開始する予定ですか。 

 

梅田市民部次長兼環境課長 周知方法として広報誌を予定しておりますが、予

算化した後、広報誌に掲載できるのは最短でも５月１日号ではないかと

思っております。５月１日以降に掲載して、５月中旬辺りから開始する

のがよろしいのではないかと考えております。 
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吉永美子委員 団体の要件について、３人以上と定められた理由を教えてくだ

さい。 

 

梅田市民部次長兼環境課長 他市の事例では２人のところもあったり、５人の

ところもあったり、もっと多くというところもあったりしましたが、宇

部市も３人と指定されておりますし、なぜ３人かを申しますと、例えば、

２人とした場合は、その中の１人が体の調子とかで活動できなくなった

となると、たちまち１人になってしまうというのがあって、活動自体が

継続的なものになるかというところが不安でした。３人いらっしゃれば、

仮に何か事情があって１人が活動できなくなっても、まだ２人いらっし

ゃいますので、そのお２人でまた新たなメンバーを探せるのではないか

というところで、最低３人としたところです。 

 

吉永美子委員 補助金額をこのように定めた理由をお聞かせください。 

 

梅田市民部次長兼環境課長 金額につきましては、県内他市の状況を確認しま

すと、多くの自治体が限度額を不妊手術は１万円、去勢手術は５，００

０円としております。細かい規定の違いはいろいろとありますけども、

どの市におきましても予算で想定した頭数を網羅するほどの実績が報告

されておりますので、この金額で事業が進まないことはないと判断しま

したので、この金額にしています。 

 

吉永美子委員 「いずれの場合も費用が補助金額に満たないときはその額」と

あるんですが、不妊手術が１万円以下、去勢手術５，０００円以下とい

うところがあるのでしょうか。 

 

梅田市民部次長兼環境課長 把握している範囲では、一番安くても不妊手術が

１万２，０００円、去勢手術は６，０００円程度ということで、それ以

下のところは把握しておりません。 
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吉永美子委員 これまで山陽小野田市として動いてこなかった動物愛護が進む

わけですから、周知方法は実際に動く方等によく見える形がよいと思い

ます。保護猫などを病院に連れて行く人も獣医に連れて行く人もいるわ

けです。このような制度があるなら教えてあげたくなる可能性が高いで

すので、獣医のところにもポスターなどをお願いすべきではないでしょ

うか。 

 

梅田市民部次長兼環境課長 ガイドラインも同時に発行することを予定してお

りまして、そのガイドラインとこの事業のチラシなども作成することを

考えておりますので、市内の獣医師の先生のところに是非設置していた

だくようにお願いしようと考えております。 

 

白井健一郎副分科会長 本事業は単なる猫の不妊・去勢手術にとどまらないと

思うんです。つまり、まちづくりの観点が必要で、例えば、猫に関する

トラブルが生じれば、普通市役所に電話してきます。ここであれば環境

課に電話が来ると思うんですが、それにうまく対応できない。したがっ

て、それを猫の不妊治療等に携わっている関連団体に相談などして話が

おりてくるわけです。まちづくり全体の視点で幅広く捉えていく必要が

あるとは思うんですけど、どうでしょうか。 

 

梅田市民部次長兼環境課長 おっしゃるとおりと思います。猫のトラブルは、

場所によっては非常に深刻な問題です。庭じゅう猫のふんだらけという

相談もあります。難しいのは、生き物なので原因を除去すれば済むとい

う話ではないところで、国も県もどうしたらいいかをいろいろと考えた

結果、地域猫活動ということで、地域住民の協力を得て地域の猫を適切

に管理することが被害を減らすことにつながるということで、それを推

奨しているという側面もありますので、今回の提案は不妊・去勢手術の

補助に関するものではありますが、地域猫活動の一環として行っていた

だくものですので、白井副会長が言われるような広い視野で解決に向か
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って努力することは考えております。 

 

山田伸幸委員 残念ながら、猫がそこにいるだけで非常に不快な思いをされる

方がいるんです。先日、私の近所で自費で飼い主がいない猫を捕獲して、

手術をして、また地域に離すという活動をされてる方がいるんですけれ

ど、その方に対して、「なぜ保健所に持っていかないのか」、「本当に

不妊手術をしたのか」とわざわざ言いに来る人がいるんです。いろいろ

言われて、せっかく好意でやっておられることを踏みにじるようなこと

がありますので、せっかくこういう制度ができましたので、市が分かり

やすい広報、広報誌に書くんじゃなくて、例えば、別紙でこの制度の在

り方や目的をきちんと分かりやすく市民に届けていただきたいと思うん

ですが、いかがでしょうか。 

 

梅田市民部次長兼環境課長 ＰＲ活動の周知の在り方ですが、もちろん広報誌、

ホームページ等に載せて終わりとは考えておりません。今後、有効な周

知手段を考えていきたいと思います。 

 

山田伸幸委員 ガイドラインはもうできているんですか。できていれば提出し

ていただきたいんですが、どうでしょうか。 

 

梅田市民部次長兼環境課長 ガイドラインは、今最終確認の作業を行っている

ところですので、現段階では完成しておりません。完成しましたらお見

せすることができると思います。 

 

福田勝政委員 私の家には猫が１２匹おります。うちの周りに猫を捨てに来る

んです。捨てるというよりは置いて帰るんだと思います。そうした場合、

その猫を市役所に持って行ったらこの事業が適用されるんですか。不妊

手術した後、猫はどうなるんですか。 

 

梅田市民部次長兼環境課長 この事業は、あくまでも住民の方が自発的に行っ
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ていただくことを前提としておりますので、捕まえて市役所に持ってき

ても、市役所では不妊・去勢手術は行いません。団体を作っていただい

て、市に登録していただいて、その団体の方が捕獲されて、獣医に手術

をしていただければ、掛かった費用の金額を補助するものです。 

 

福田勝政委員 家で飼っている猫を不妊手術するには３万円近くかかると聞い

ていますが、それが普通ですか。 

 

梅田市民部次長兼環境課長 全ての獣医に確認したわけではないので、相場が

幾らかは理解しておりません。 

 

白井健一郎副分科会長 補助金の対象者となる市内で地域猫活動を行って行う

団体は、現在何団体ですか。また、今後増える予定はあるんですか。 

 

梅田市民部次長兼環境課長 まだこの制度は始まっておりませんので、地域猫

活動団体の登録はまだありません。スマイルプランナーとして登録され

ている地域猫活動団体はあります。 

 

白井健一郎副分科会長 それは何団体ありますか。 

 

梅田市民部次長兼環境課長 １団体です。 

 

大井淳一朗委員 地域猫団体による一斉去勢が実施されました。それに対して

場所の提供の協力もありましたが、その団体がこの事業に登録して一斉

去勢を行った場合も対象となるのですか。 

 

梅田市民部次長兼環境課長 対象になると考えております。 

 

大井淳一朗委員 確認ですが、実績のある団体ですので、江汐公園の施設の貸

出しも減免の対象になりますね。 
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梅田市民部次長兼環境課長 減免対象かどうかは所管の部署でないと分かりま

せん。 

 

吉永美子委員 捕獲器の貸出しが５台分です。この機会に動きが活発化する可

能性が高いと思っており、また、県内でも２桁の数の捕獲器を持ってお

られる市があります。本市では５台分で十分だとお考えですか。 

 

梅田市民部次長兼環境課長 何台が適切かというところで、県内では宇部市し

か持っていないんじゃないかと思うんです。本市では今回初めて開始す

るので、まずは５台というところです。貸し出してみて、もし数が足り

ない状況が続くようであれば、今後検討することになろうかと思います。 

 

奥良秀委員 活動指標は、雄が６０匹、雌が９０匹ということですが、この根

拠は何でしょうか。 

 

梅田市民部次長兼環境課長 宇部市における昨年度の不妊・去勢手術実績は、

約４００匹でした。そして、宇部市と本市の人口を勘案すると１５０匹

という数になりました。なお、山口市、防府市、周南市の補助実績を確

認しますと、大体１３０匹から２００匹なので、本市の規模からすると、

この３市に比べてもかなりの数になっていると思いますので、当面は１

５０匹から始めてよろしいのではないかと考えています。 

 

奥良秀委員 私もこの数字が妥当なのかは分からないですが、先日の請願審査

で繁殖数がどのぐらいという数字を聞くと、この１５０頭が本当に妥当

なのかと。もっと増える数が多いほうがいいのではないかと思いますの

で、今回はこの数で行ってみて、今後、これを超える数が必要な可能性

があるかもしれないので、そのときにはもっとプラスになるような考え

はお持ちでしょうか。 
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梅田市民部次長兼環境課長 先日も申しましたが、なかなか飼い主のいない猫

がどの程度いるかを把握することは困難です。取りあえず１５０頭から

開始したいと考えております。恐らくは実際に地域猫活動を行っている

団体は、地域に飼い主のいない猫がどのぐらいいるのかを把握していお

られるんじゃないかと思うんです。それを毎年報告していただければ、

その地域でどのぐらい猫が減っていったか、あるいは、増えていったか

が分かるかと思いますので、その状況を確認しながら妥当かどうかを判

断しなければいけないと考えます。 

 

奥良秀委員 猫に飼い主がいるかどうかが分からない地域もあると思うんです

よ。この猫は飼っているけど、この猫は分からないというのも多々ある

と思うんです。そういったときに自治会長だけに任せると、いろいろと

問題が起きますので、その辺りは行政が間に入っていただきたいと思う

んですが、その辺りの対応はしていただけるんでしょうか。 

 

梅田市民部次長兼環境課長 飼い主がいるか、いないかを市が決めることはで

きません。そこに住んでいらっしゃる方が毎日見ておられて、一番よく

御存じと思いますので、地域の方によく確認していただいて、「あの猫

はうろうろしているけど、あれは飼われているのよ」と分かれば、それ

は飼い主がいる猫だと判断していただくしかないと思います。 

 

奥良秀委員 その辺が一番難しいと思います。私の地域でも、「この猫は飼わ

れているけど、どこに行くか分からないよ」ということもたくさんあり

ます。だから、やはり勝手に去勢してしまって、後で問題になることも

あると思うんです。その辺を自治会長に任せるのはなかなか難しいとこ

ろがあるので、別に市がどこの猫かを調べる必要はないですが、問題が

あるときには、間に入って話をしていただきたいと思っているだけなん

ですが、どうでしょうか。 

 

古川副市長 今審議になっている犬猫の保護関連事業は、議会に請願が出て、
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それを採択されて、この度新年度に予算化したものです。予算に計上さ

れてはおりますが、事業として完成されたものではありません。今、各

委員からいろいろな御意見を頂きました。ひとまず令和５年度からスタ

ートすると考えております。事業を推進していけば、いろいろな問題点

や課題が出てくると思いますので、真摯に検討していきたいと思います。 

 

山田伸幸委員 住民の方にこの制度を知っていただくために、担当課で出前講

座等をしていただくとプラスになるんじゃないかと思うんですけど、メ

ニューの中にこの制度のことは含まれているでしょうか。 

 

松尾数則分科会長 出前講座は所管課が違います。 

 

山田伸幸委員 事業の担当課が対応できるかと聞いています。 

 

梅田市民部次長兼環境課長 出前講座ができないかという御質問だと思うんで

すが、県が地域猫活動普及のための講座を行っていますので、そちらを

御案内するということは可能です。現時点では、市は、詳しく御説明で

きるほどのノウハウを持っておりませんので、直ちに県と同様のことを

行うことは困難です。今後については、動物愛護推進員と協議しながら

検討していきたいと思います。 

 

吉永美子委員 捕獲器を持っているのは宇部市だけだとおっしゃいましたが、

私が調査した中では宇部市だけではなかったと思います。５台で足りな

ければ、増やすことを考えていただきたいです。また、今はスマイルプ

ランナーとして地域猫活動していただいている１団体だけですが、今後、

この事業が開始することで地域猫活動を行う団体の登録が増えていくの

ではないかと思います。こういった団体が次々に立ち上がっていくとい

う予想はありますか。 

 

梅田市民部次長兼環境課長 なかなか予想はつきません。先ほど申しましたよ
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うに、市内に住所を有し、同一世帯でない方３人以上という規定をして

おりますので、自治会内でそういったことをする方が増えれば、地元の

猫の問題は住民同士が向き合っていただけると思いますので、そういっ

た意味での期待はあります。 

 

吉永美子委員 今までも個人的に飼い主のいない猫に不妊・去勢手術をして、

元の場所に戻しておられる市民がいることは分かっていたと思うんです。

そういった方々に団体を立ち上げていただいて、より地域猫活動が進む

ことを期待されているのではないのかと思ったので聞きました。周知方

法は、動物愛護推進員と協議するというお話がありました。これまで、

環境展に動物愛護推進員に来ていただいて、動物愛護に関する活動をし

ていただいた実績があると思いますが、環境展を使って周知するという

考えはありますか。 

 

梅田市民部次長兼環境課長 一つの方法として考えております。 

 

福田勝政委員 飼い猫を捨てるとに法律的な罰則があるんですか。 

 

梅田市民部次長兼環境課長 動物愛護法という法律があり、飼い猫を捨てる行

為には罰則があります。 

 

白井健一郎副分科会長 要件について確認ですが、ただ３人そろえばいいとい

うわけではなく、地域猫活動をある程度継続して行っている必要があり

ますね。 

 

梅田市民部次長兼環境課長 継続して行っていただいていらっしゃる方はもち

ろん大丈夫ですが、これからされるという方でも大丈夫です。 

 

大井淳一朗委員 周知方法について、下関市では、動物愛護月間等に絡めて、

市の広報誌で地域猫活動を詳しく解説していました。本市でもそのよう
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に特集を組む形で周知すべきではないかと思うんですが、御一考いただ

けますか。 

 

梅田市民部次長兼環境課長 御提案ありがとうございます。シティセールス課

と協議したいと思います。 

 

松尾数則分科会長 ほかに質疑はよろしいですか。（「なし」と呼ぶ者あり）

それでは、審査事業２１番についての質疑を打ち切ります。ここで５分

ほど休憩して、午後１時５５分から再開します。 

 

午後１時５０分 休憩 

 

午後１時５５分 再開 

 

松尾数則委員会長 休憩を解きまして、審査を続行します。次は、予算書１６

８ページから順に質疑を求めます。 

 

山田伸幸委員 １６９ページ、１節報酬で、健康づくり推進協議会委員が２０

人、食育推進会議委員が１５人とありますが、これらの会議はどの程度

行われているんでしょうか。 

 

尾山福祉部次長兼健康増進課長 両方とも年に２回ほど実施しております。健

康づくり推進協議会は、健康づくり計画の推進進捗に関することが、食

育推進会議は、食育推進計画の進捗等に関することが主な内容となって

おります。 

 

山田伸幸委員 コロナ禍で、会議の方法が難しいと思うんです。今年はそうで

もないかもしれませんけど、昨年、一昨年はどのように会議を開催して

おられましたか。 
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尾山福祉部次長兼健康増進課長 開催時期のタイミングが良かったというとこ

ろもありますが、感染症対策に気をつけながら対面で実施しております。

また、一度だけ書面会議を行っております。 

 

吉永美子委員 １７１ページ、１２節委託料の一番下、ひきこもり相談支援事

業委託料は宇部市のＮＰＯ法人に委託しているということでよろしかっ

たですか。 

 

伊藤健康増進課健康増進係長（成人担当） そのとおりです。宇部市の事業所

である、ふらっとコミュニティひだまりに委託しております。 

 

吉永美子委員 今年度１月時点での実績を教えてください。 

 

伊藤健康増進課健康増進係長（成人担当） 令和５年１月末時点で９０件の相

談実績があります。 

 

吉永美子委員 令和４年度の当初予算の審査でお聞きしたのが、令和２年度は

１５２件、令和３年度は１月末時点で１１０件だったと思います。減っ

ていることがいいのか分からないんですが、これはいい方向にいってい

ると感じておられるのか。コロナ禍もあって、引きこもり問題自体が改

善されているのか分からないけど、相談を受ける体制は十分なのでしょ

うか。 

 

尾山福祉部次長兼健康増進課長 件数自体で判断するのは難しいと感じており

ます。これは延べ件数であり、実数は手元にありません。問題が大きい

ケースであれば、一人で延べ件数が増えることがありますので、この件

数だけで十分かどうかを判断するのは難しいと思っております。難しい

ところですが、このような相談場所があるということは、力を入れて周

知しておりますので、体制は整えられていると判断しております。 
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吉永美子委員 金額的に変わらないのは、件数ではなくて、年間幾らで契約し

ているということですか。 

 

尾山福祉部次長兼健康増進課長 そのとおりです。今は相談件数ということで、

面接や電話での相談件数だけを御報告しましたが、そのほかに家族支援

などの業務も委託料の中に含まれております。 

 

大井淳一朗委員 同じく委託料の救急休日医療対策業務委託料について説明し

てください。 

 

藤本健康増進課主幹兼健康管理係（係長事務取扱い） これは休日、つまり、

日曜日や祝祭日に応急医としてクリニックを開けていただいている病院

に対してお支払いしている委託料です。 

 

大井淳一朗委員 この度閉鎖される休日・夜間救急診療所とは関係ないですね。

閉鎖されたことによるお金は、この中には入っていないんでしょうか。 

 

藤本健康増進課主幹兼健康管理係（係長事務取扱い） 令和５年３月末で閉鎖

しております。その費用はこの中には入っておりません。 

 

白井健一郎副分科会長 引きこもり支援に話を戻すんですが、令和５年１月ま

でで延べ９０件ということは、例えば、１月に１回相談に行けば、１０

か月で１０回になりますね。実数は、９人か１０人と計算すればよろし

いでしょうか。 

 

伊藤健康増進課健康増進係長（成人担当） 令和３年度の相談件数ですが、健

康増進課に相談があった人数の実数は７人となります。延べ件数では１

８人となります。委託分は実数を把握しておらず、延べ件数しか把握し

ておりません。 
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白井健一郎副分科会長 引きこもりの問題は、数が少なければいい、多ければ

いいという問題ではなく、また、解決するまでに長い時間が掛かります。

５年や１０年で解決するかどうかは分かりません。宇部市のＮＰＯ法人

ふらっとコミュニティは非常に有名で、私もクラウドファンディングに

参加したことがあるんですが、宇部市で有名になったので、日本中から

ノウハウを学びにいろいろな方がいらっしゃっていると思うんです。山

陽小野田市は宇部市のお隣ですから、いい立地条件ですので、そのノウ

ハウを学んで、例えば、山陽小野田市でもそういう相談支援ができない

かが気になるんですが、どうでしょうか。 

 

尾山福祉部次長兼健康増進課長 ノウハウを持っていらっしゃるということで、

現在、職員も委託業務の居場所支援等に参加させていただいて、知識や

技術の習得を行っているところです。なお、令和５年度の予定ですが、

どういう実態があるのかをもう少し把握した上で、どのように事業を拡

大していくのかを調査する予定にしております。 

 

吉永美子委員 救急休日医療対策業務委託料について、令和４年度当初予算よ

りも１４０万円弱減っています。これはいいことなのか、いかがでしょ

うか。 

 

藤本健康増進課主幹兼健康管理係（係長事務取扱い） 御指摘のとおり、令和

４年度の当初予算よりは随分と減っております。その理由としましては、

休日当番医は、休日、祝祭日、そして、内科、外科とあります。内科に

つきましては、市内の医療機関で輪番しておりますが、外科につきまし

ては、年間で７２日ぐらいあるうちの半分ぐらいを市民病院で行ってお

ります。市民病院に繰出金として出しておりますので、その分を引いて

当初予算を措置しておりますので、昨年度よりも減っております。 

 

山田伸幸委員 １７３ページ、１８節中で金額が大きい、病院事業負担金３億

８，８００万円について、病院事業補助金１億３，５００万円はどうい
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う名目で支出されるんでしょうか。 

 

藤本健康増進課主幹兼健康管理係（係長事務取扱い） 病院事業負担金、病院

事業補助金ともに旧病院事業繰出金ということで、一本で予算計上して

いたものです。一昨年前ぐらいから性質によって二つに分けております。

病院事業負担金は、地方公営企業法第１７条の２で規定される義務的な

もので、そして、病院事業補助金は、同じく地方公営企業法第１７条の

３で規定される任意的なものです。任意的といいましても、毎年４月１

日付けの総務副大臣通知で、繰出基準が出ておりますので、任意といい

ながらも繰出基準に基づく基準内繰出しです。 

 

山田伸幸委員 結核は、途絶えたと言われていましたが、最近非常に多くなっ

てきたとお聞きしています。結核予防事業ではどういったことを実施し

ているんでしょうか。 

 

伊藤健康増進課健康増進係長（成人担当） ６５歳以上の方に結核検診として

レントゲンの撮影を行っております。これは肺がん検診と一緒に行って

います。 

 

山田伸幸委員 レントゲンで簡単に見つかるようなものでしょうか。 

 

伊藤健康増進課健康増進係長（成人担当）  医師会では読影委員会を組織し

ております。２名以上の医師で読影して、診断していただいております。 

 

松尾数則分科会長 ３目環境衛生費について質疑を求めます。 

 

山田伸幸委員 野犬対策業務について、昨年、私の家の近所で４頭ぐらいの野

犬が出て、夜中にはイノシシがそれを追いかけるということもあったん

ですが、野犬は捕獲して、保健所に送られているはずですが、実際、市

内では野犬の捕獲がどの程度行われたんでしょうか。 
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若松環境課環境衛生係長 野犬の捕獲は、県職員しかできませんので、保健所

に連絡して、保健所と連携して捕獲器を設置します。今年度は、現時点

で子犬を合わせて１５頭ほど市内で捕獲できております。 

 

山田伸幸委員 一時期竜王山周辺で野犬が出て、周辺住民が怖がるということ

があったんですが、これはもう解決したんでしょうか。 

 

若松環境課環境衛生係長 竜王山周辺の野犬ですが、まだ全部は捕獲できてい

なくて、保健所と連携して何度も捕獲器を仕掛けているんですが、犬は

成犬になりますと小さな捕獲器ではなかなか捕獲できないため、なかな

か難しい状態です。今年度は子犬が生まれており、子犬は捕獲器に入り

やすいので、増やさないようにしているところです。成犬につきまして

は、保健所から大きな捕獲器を持ってきて数頭捕獲しています。 

 

山田伸幸委員 １節報酬の放置自動車廃物判定委員会委員が５人とありますが、

この委員会はどの程度行っているんでしょうか。そして、放置自動車が

解決された例はあるんでしょうか。 

 

梅田市民部次長兼環境課長 放置自動車廃物判定委員会は、定期的に開催する

委員会ではありません。市の権限で放置自動車を廃棄しなければならな

い事態が発生したときに招集するものです。昨年度はそういった状況が

ありませんので、開催していません。 

 

大井淳一朗委員 放置自動車があれば、市に連絡があると思うんですが、全て

に対応するわけではないのですか。 

 

湯淺環境課主幹 放置自動車があれば、基本的に施設の管理者が対応するよう

になります。そういった相談はあるんですが、環境課にあるマニュアル

に従って行っていただくようになります。 
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大井淳一朗委員 どういった場合に判定されるんですか。 

 

湯淺環境課主幹 ナンバープレートがあるかどうかから入ります。警察と相談

して、盗難車かどうかを確認します。その後、所有者が分かれば、所有

者に連絡します。所有者が全く分からなければ、チェック表があります

ので、それに従って、何点以上であれば廃物、何点以下であれば廃物か

どうか確認できないと判断することになります。 

 

吉永美子委員 システム保守委託料４４万円と廃棄物運搬委託料１６５万円の

内容を教えてください。 

 

湯淺環境課主幹 システム保守委託料４４万円は、火葬場にある遺族の方の表

示システムのメンテナンス費用です。廃棄物運搬委託料１６５万円は、

公共施設等で死んでいる動物の回収の委託を想定しております。年間２

５０頭を予定しております。 

 

吉永美子委員 動物の死体は廃棄物になってしまうんでしょうが、どのように

運搬されるんですか。 

 

湯淺環境課主幹 現在、市職員が回収に出向いております。今後は、通報があ

って、市の施設等で死んでいるということであれば、市から事業者に連

絡票を渡します。その連絡票を持って業者が回収に行って、センターに

持ち込むようになります。 

 

吉永美子委員 公衆便所清掃委託料の内容を教えてください。 

 

湯淺環境課主幹 渡し場東と天満宮に公衆トイレがあるんですが、そこの清掃

を個人委託ということで、それぞれ１人に委託しております。 
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吉永美子委員 渡し場東は、バス停のすぐ側ですが、昔と違って近くにコンビ

ニなどがあります。これは今後も必要でしょうか。 

 

湯淺環境課主幹 この必要性については環境課で協議しており、地元とも話を

しているところです。今後、どうするのかを更に検討したいと思ってお

ります。 

 

吉永美子委員 長期間検討していると思うんですけど、現実に使っている人が

いるんですか。 

 

湯淺環境課主幹 トイレットペーパーや水量から推測すると、１日に約１人か

２人が使っていると推測されます。 

 

山田伸幸委員 環境審議会は、どのくらいの頻度で開催されていますか。また、

技術専門委員会は、どのくらいの頻度で開催されていますか。 

 

河村環境課主査兼環境保全係長 環境審議会は、協定等を結んでいる企業から

設備投資等で工場が建つなどしたときにその環境について審議するもの

です。そういう大きな出来事がなければ開かれないので、今年度におい

ては、環境審議会もそれに付随する技術専門委員会も開かれておりませ

ん。 

 

湯淺環境課主幹 補足します。任期が２年となっておりますので、２年に一度

度は必ず開催しておりましたが、近年はコロナ禍で開催していません。 

 

山田伸幸委員 １７９ページ、１２節委託料に公害調査委託料５０万円が計上

されていますが、今も公害調査を委託しているんですか。 

 

河村環境課主査兼環境保全係長 公害調査委託料は、公害の発生元である工場

で使われている燃料などの調査になりますので、環境課が各工場の燃料
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などが届出どおりか確認する調査を委託するものです。これは毎年行っ

ております。 

 

吉永美子委員 委員報酬について、令和５年度から環境影響評価特別部会委員

がなくなっているのはなぜですか。 

 

河村環境課主査兼環境保全係長 環境影響評価特別部会は、この度からなくし

ております。これは、以前に沖縄県で発電所を設置する計画があったと

きに、その環境への影響を評価するために用意していた部会でしたが、

その計画がなくなったということで、予算に計上しなくなっています。 

 

山田伸幸委員 環境調査センターにおいて、公害調査、水質調査等はどのよう

に行われていますか。 

 

辻永環境調査センター所長 現状としては、河川や遊水地などを毎月行くもの

もあれば、２か月に１回、あるいは、４か月に１回などという形で定期

的に水を取って、実際に調査を行っているものもあります。また、それ

とは別に工場排水などの調査も行っております。その他突発的な事故が

起こるなどがあれば、現場に資料を取りに行って調査することも行って

おります。 

 

山田伸幸委員 粉じんや降下物の調査はされていないんでしょうか。 

 

辻永環境調査センター所長 市内に１８か所やぐらを設置して、降ってくる雨

を採取して、また、亜硫酸ガスを測定するためのろ紙を設置して、降下

ばいじんや亜硫酸ガスの濃度を１か月単位で測定しています。 

 

山田伸幸委員 ＰＭ２.５は調査されていないということでしょうか。 

 

辻永環境調査センター所長 ＰＭ２.５に特化して行っているわけではありま
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せん。県は須恵健康公園で行っていると聞いております。 

 

大井淳一朗委員 小野田保健センターが小野田医師会に無償譲渡されましたね。

ここ２年を振り返って、特に小野田地区で混乱などはなかったですか。 

 

尾山福祉部次長兼健康増進課長 記憶の限りですが、大きな苦情を頂いた記憶

はありません。母子関係に関しましてはスマイルキッズ等も活用してお

りますし、行事に関しましては地域交流センターに出向いて行うものも

ありますので、余り支障はなかったと感じております。 

 

山田伸幸委員 昨今のコロナ禍で、宇部市の保健所が人手不足になり、本市か

らも応援に行ったことがあるんです。延べでも、短期的でもいいんです

が、どういった応援形態が取られていたんでしょうか。 

 

尾山福祉部次長兼健康増進課長 人数の実績は、手元に資料がありません。応

援の内容は、保健師による陽性者や濃厚接触者に対する調査や調整を主

に手伝ってまいりました。かなりの日数応援に行っております。 

 

山田伸幸委員 １回当たり何人程度派遣されていたんですか。 

 

尾山福祉部次長兼健康増進課長 １人派遣することが多かったですが、感染状

況によって、最大で１日に４人から５人行っていたこともあったと記憶

しております。 

 

山田伸幸委員 クラスターが発生したところに応援に行って、クラスターの追

跡調査等を請け負われたんでしょうか。 

 

尾山福祉部次長兼健康増進課長 クラスター関係の追跡等は、県が実施してお

りますので、そこのカバーには入っておりません。 
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吉永美子委員 会計年度任用職員についてお聞きします。６人と１人で計７人

ですので、令和４年度当初より１人増えているんですが、パートタイム

を増やして、フルタイムを減らしている実態をいかがお考えですか。 

 

尾山福祉部次長兼健康増進課長 パートタイムになるということで、若干時間

が短縮されますので、業務内容を工夫していく必要はあると思っており

ますが、大きな支障は出ないと感じております。また、１人増えていま

すが、業務量に応じて人事課に要望してまいりますので、業務に合わせ

た体制を取っていきたいと考えております。 

 

大井淳一朗委員 新型コロナウイルス対策費について、ワクチン接種が進んで

おり、全国的に見ると、ワクチン接種と因果関係ある、ないという争い

がある事故がありますが、本市ではそういったことはあったんでしょう

か。 

 

大海健康増進課課長補佐兼健康増進係長 本市において予防接種事故があった

かどうかにつきましてお答えします。現在、予防接種による健康被害の

可能性がある場合、本人からの申請を受け付けておりますが、現在のと

ころ申請が１件ありました。 

 

山田伸幸委員 １８３ページ、予防接種事故調査委員会委員が２人おられるん

ですが、実際にどういった活動をされたのかお答えください。 

 

大海健康増進課課長補佐兼健康増進係長 こちらは、予防接種に関して医学的

見地から調査し、審議するものです。今年度は１回開催しております。

委員は、市医師会、保健所職員、専門医師等の健康被害の調査に関する

専門の知識を持った者で構成されています。 

 

山田伸幸委員 委員は２人ですか。 
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大海健康増進課課長補佐兼健康増進係長 委員は３人（後刻、「４人」と訂正

あり）です。委員報酬が必要な方が２人となります。 

 

大海健康増進課課長補佐兼健康増進係長 失礼しました。ただいまの答弁を修

正します。委員４人で構成しております。委員報酬が必要な者は２人、

それ以外が２人です。 

 

白井健一郎副分科会長 新型コロナウイルス対策ということで、総論的な話な

んですが、令和５年３月１３日から、マスクの着用は個人の判断という

ことになって、政府が幾つか例を出しています。医療機関ではマスクを

つけたほうがいいとか、人ごみの中ではマスクをつけたほうがいいとか

ありますが、個人個人の判断と、働いている人たちは、職場で一律の基

準があると思うんです。市役所での基準はどうなっていますか。市内で

は市役所を見本とするところが多く出てくるでしょうから、お聞きした

いと思います。 

 

尾山福祉部次長兼健康増進課長 市役所においては、人事課が全職員に向けて

連絡しておりますが、基本的に個人の判断に委ねるのが大前提です。し

かし、やはりいろいろな市民に対応しますので、例えば、高齢者や障害

者に対応する部門の職員は、原則としてマスクの着用が推奨され、また、

訪問や医療機関などの施設に行くときにも、マスクの着用が推奨とされ

ます。 

 

吉永美子委員 １８４ページ、清掃総務費の給料について、正職員が１人減り、

また、会計年度任用職員も１人減っていますが、この点についてはいか

がですか。 

 

梅田市民部次長兼環境課長 人事課に確認したところ、飽くまでも予算を立て

るときの現状に応じて額を算定したということです。現在、環境衛生セ

ンターでは、会計年度職員を募集しているんですけども、応募がないと
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いうことで、定員に達していない状況が続いております。予算編成時点

の人数で算定しておりますので、今後、人数が増えれば、その際に補正

等で対応すると聞いております。また、正規職員は数年前から新規採用

しておりませんので、退職等で減った人数分は、会計年度職員で補充す

ることになっており、正規職員が増えることはないと思います。 

 

吉永美子委員 内情が分からないのですが、なぜ正規職員を新規で募集しない

んですか。 

 

梅田市民部次長兼環境課長 現業職員と人事課で数年前に協議があり、その際

に、環境衛生センターの現業職員については、新規の採用はしないとい

うことで合意が取れたため、その時点から新規の採用を止めていると聞

いております。 

 

山田伸幸委員 塵芥処理費について、最近のごみの量は、増加傾向ですか。そ

れとも、減少傾向ですか。 

 

村長環境衛生センター所長 ごみの現状についてお答えします。新型コロナウ

イルス感染症対策のために外出自粛が呼びかけられて、ステイホームや

巣ごもり生活でした。また、企業ではテレワークが推奨され、在宅勤務

が定着した例も少なくないと思います。しかし、その割には可燃ごみは

減ってきております。今後どうなるかは想像できないところですが、徐々

に減少しております。 

 

山田伸幸委員 燃料費が大幅に上がっていると思うんですけど、それに対する

対応はどのように取られましたか。 

 

松尾環境衛生センター主任 燃料費について、焼却炉はなるべく継続運転する

ことで燃料を節約し、また、車両にも燃料を使っていまづが、均等に動

かしており、また、旧車両が減ってきているので燃費が向上しており、



 78 

そういったところで燃料の対策をしております。 

 

山田伸幸委員 多くは広がっていないんですが、バイオ燃料を使ったごみ収集

車を運行するところもあるんですが、そういったことを検討されたこと

はないでしょうか。 

 

村長環境衛生センター所長 以前、本市でも使っていたと聞いております。し

かし、非常に故障が多かったため、使用しなくなったと聞いております。 

 

松尾数則委員会長 以前聞いたと思うんですが、災害ごみであっても分別は必

要ですね。 

 

梅田市民部次長兼環境課長 法律的には、災害ごみであっても分別していただ

かなければならないとなっております。 

 

山田伸幸委員 瓶、ペットボトル、缶類に巻きつけてあるラベル等は、除去し

て出すのか、除去せずに出すのかが徹底されていないように思うんです

が、いかがでしょうか。 

 

村長環境衛生センター所長 環境衛生センターでは、リサイクルに出している

んですが、リサイクル品の引取業者からは、付けたままでいいと回答を

得ておりますので、蓋だけ取って、外のラベルは付けたまま出していた

だいて結構です。 

 

大井淳一朗委員 し尿処理費について、中間貯留槽はこの中にありますか。 

 

原野環境課環境政策係長 中間貯留槽、旧山陽浄化センターの維持管理につき

ましては、委託料の管理委託料がその中継槽の維持管理に関する費用で

す。 
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大井淳一朗委員 中間貯留槽自体が劣化することもありますし、直接、山陽清

掃社から持ってきてもらったほうがいいんじゃないかということで、比

べて検討されたと思うんですが、いつまでも中間貯留槽というわけには

いかないと思うんですけども、その辺の検討状況はいかがですか。 

 

梅田市民部次長兼環境課長 中継槽につきましては、以前から状況を見ており

ますけども、現段階で直ちに老朽化による改修が必要という状況にはな

っておりません。また、以前のような災害が発生したときに、くみ取り

のし尿等を若沖まで持っていくとなると、なかなか効率が悪くて作業が

進まないということがありますので、その辺りも勘案すれば、まだこれ

は残しておいたほうがいいと判断します。 

 

大井淳一朗委員 現時点ではそうかもしれませんが、浄化センター自体の建物

も含めてなかなか維持が難しいのではないかと思うので、別立てで対策

を考えないといけないと思うんですが、いかがでしょうか。 

 

梅田市民部次長兼環境課長 もちろん今の状態を永遠に続けられるとは思って

おりませんので、状況を見ながら検討が必要と思います。 

 

山田伸幸委員 下水処理施設への投入という話を聞いているんですけど、実施

状況や計画はいかがでしょうか。 

 

原野環境課環境政策係長 下水道課主導ですが、共同事業で進めていただいて

おります。今年度につきましては、建設予定地に関する都市計画決定の

変更、それから、事業計画の策定を行っており、令和５年度につきまし

ては、建物の基本設計に着手する予定です。令和６年度に実施設計し、

令和７、８、９年度で建設工事を行う予定にしております。 

 

山田伸幸委員 し尿処理施設も老朽化して、改修するということなんですけど、

下水の投入が始まれば、負担も少なくなるかと思うんですけど、いかが
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でしょうか。 

 

原野環境課環境政策係長 運営費に関しては、数千万円単位で減額になると想

定しております。 

 

松尾数則委員会長 ほかに質疑はありますか。（「なし」と呼ぶ者あり）ここ

で休憩し、午後２時５５分から再開いたします。 

 

午後２時４５分 休憩 

 

午後２時５５分 再開 

 

松尾数則分科会長 続きまして、審査番号⑦に入ります。議案第３０号令和５

年度山陽小野田市一般会計補正予算（第１回）について審査を行います。

執行部から説明を求めます。 

 

尾山福祉部次長兼健康増進課長 議案第３０号令和５年度山陽小野田市一般会

計補正予算（第１回）について説明します。補正予算書２ページをお開

きください。今回の補正は、国において進められております新型コロナ

ウイルスワクチン接種事業について、令和５年度における追加接種の概

要が令和５年２月２２日に示されたことから、所要の経費を計上するも

のです。追加議案の提出とはなりますが、令和５年度の接種体制を確保

し、速やかに事業を実施するための予算を措置すべき案件の補正として、

歳入歳出それぞれ３億２，２０５万９，０００円を追加し、予算総額を

３１７億８，５０５万９，０００円とするものです。５、６ページをお

開きください。補正の主な内容を御説明します。４款衛生費、１項保健

衛生費、７目新型コロナウイルス対策費、１０節消耗品費２９万５，０

００円は、ワクチン接種の接種券発行等に係る費用です。燃料費２万１，

０００円は、リースしております公用車のガソリン代です。１１節通信

運搬費８２７万２，０００円は接種券発送に伴う郵送代、手数料７３２
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万２，０００円は国保連合会への支払い手数料、保険料２５万９，００

０円は集団接種に従事する医療従事者等の保険料です。１２節委託料の

うち、予防接種委託料１億７，７７５万４，０００円は、各医療機関等

で実施するワクチン接種の委託料、帳票類印刷・封入など委託料５２５

万円は接種券の封入封緘に関する委託料で、コールセンター業務委託料

１億９６３万１，０００円は、現在も行っております接種予約などの受

付をするコールセンターの委託料となります。ワクチン配送委託料４４

３万６，０００円につきましては、基本型施設からサテライト型施設へ

のワクチン配送に係る委託料、集団接種業務委託料７８１万円は、ワク

チンの集団接種１３回分の委託料です。１３節機械器具借上料１００万

９，０００円は、ワクチン接種の予約管理等に使っておりますパソコン

のリース料と公用車のリース料です。歳出は以上になります。次に、こ

れら費用に掛かる特定財源について御説明します。上段の歳入を御覧く

ださい。１５款国庫支出金、１項国庫負担金、２目衛生費国庫負担金、

１節保健衛生費国庫負担金１億７，７７５万４，０００円は新型コロナ

ウイルスワクチン接種対策費として、２項国庫補助金、３目衛生費国庫

補助金、１節保健衛生費国庫補助金１億４，４３０万５，０００円は、

新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費として、新型コロナウ

イルスワクチン接種事業に係る事業費の１０分の１０を国が負担するも

のです。なお、令和５年度の新型コロナウイルスワクチン接種事業に関

するもののうち、会計年度任用職員に関する経費、及び職員の時間外勤

務手当等につきましては、令和５年度当初予算で予算計上させていただ

いています。なお、令和５年３月７日に、厚生科学審議会予防接種・ワ

クチン分科会において、今後の接種に向けた法改正の諮問手続が行われ、

その内容が了承されたとの事務連絡が同日付けで発出されましたので、

ここでは現段階の最新の情報を用いて、令和５年度の新型コロナワクチ

ン接種体制について、主なものを御説明させていただきます。資料を御

覧ください。まず、（１）、接種の法的位置づけにつきましては、２０

２３年度の１年間は、現行の特例臨時接種の実施期間を延長することに

より接種を継続する。なお、２０２４年度以降に予防接種を継続する場
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合には、安定的な制度の下で実施することが適当とされました。２点目

の、２０２３年度の追加接種にスケジュールについては、追加接種可能

なすべての年齢の者を対象として秋から冬に掛けて１回接種を行うこと

とし、新型コロナウイルス感染症にかかった場合の重症化リスクが高い

者等については、春から夏に掛けて前倒しして更に１回接種を行う。令

和５年度春夏接種は５月８日から開始することとすることとされました。

次に、春夏及び秋冬の追加接種の接種対象者及び仕様ワクチンは、（３）

に記載してあるとおりです。なお、ワクチンについては薬事上規定され

る接種間隔を開けて実施する必要がございます。また、（５）、その他

に記載していますように、初回接種については、２０２３年度の１年間

は、引き続き、生後６か月以上のすべての未接種者を対象に実施するこ

ととなります。また、ここに記載しておりませんが、接種実施に当たっ

ての留意事項として、個別医療機関を中心とする体制の移行を進めるこ

とが適当であることや、接種券の配付方法については各市町村において

柔軟に検討して差し支えないが、引き続きワクチン接種記録システムへ

の記録登録を行う必要があること、国庫負担の在り方の具体的な内容に

ついては追って示す予定であることなども示されました。本補正予算は、

２月２２日の事務連絡により示された概要で体制を検討し、予算の積算

を行っております。現時点においても未確定の内容があるものの、この

３月７日に国がある程度の詳細を示したことにより、既に体制の修正が

必要なものもあり、検討を始めておりますが、本予算の範囲内で実施で

きると考えています。説明は以上です。御審査のほど、よろしくお願い

いたします。 

 

松尾数則分科会長 執行部の説明が終わりましたので、委員の質疑を求めます。 

 

大井淳一朗委員 必要性はあると思っていますが、コールセンター業務委託料

が高いと思います。まず、そもそも接種者が少なくなってきています。

また、今は直接クリニックなどに電話を掛けますよね。そういったニー

ズからすると、少し高めに設定しているんじゃないかと思うんですが、
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いかがですか。 

 

尾山福祉部次長兼健康増進課長 従来どおりの７回線で、最大の回線数を積算

しております。ただ、委員が言われましたように、また、先ほど説明し

ましたが、国も集団接種から個別接種への移行の方針を示しております

ので、予約の仕方については、ある程度検討していかなくてはいけない

と考えます。 

 

大井淳一朗委員 これを導入したときはパンク状態だったんですけど、今は７

回線でなくてもいいのではないかと思うんです。補助率が１０分の１０

だから行うというのは、余りいいことではないと思うんですが、７回線

でいくんですか。 

 

尾山福祉部次長兼健康増進課長 春夏接種と秋冬接種ということが示されて、

対象者人数がようやく内部でも固まりつつあります。今は対象人数に見

合わせて、また、どれぐらい個別接種に移行するかという計算をしてお

りますので、その結果、回線数を見直すことになると考えております。 

 

松尾数則分科会長 ほかに質疑はよろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）

質疑はこれで打ち切ります。それでは、審査番号⑦の審査はこれで終了

します。１０分ほど休憩します。 

 

午後３時 休憩 

 

午後３時１０分 再開 

 

松尾数則分科会長 休憩を解きまして、審査を続行します。次は、審査番号②

について審査を行います。審査事業がありますので、審査事業１４から

審査していきたいと思います。まず、執行部の説明を求めます。 
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石田文化スポーツ推進課長 それでは審査番号１４番、サッカー交流公園運営

業務について御説明します。資料７９ページをお開きください。まず、

事業概要ですが、令和５年４月から市立サッカー交流公園に新たに指定

管理者制度を導入することで、スポーツ活動を通じた交流を生み、交流

した人の笑顔が市内外に広がっていくような発信拠点としての運営を目

指す事業となります。この事業は、重点施策３、まちの価値を創る、（２）、

文化・スポーツの振興に該当する事業で、成果指標を２つ挙げておりま

す。１つ目は年間の利用件数です。コロナ禍により令和２年度は利用件

数が大きく落ち込みましたが、令和３年度以降はコロナ禍前同様の利用

件数に戻りつつあります。２つ目は年間の利用者数です。こちらもコロ

ナ禍により大きく落ち込んでおりますが、民間事業者の創意工夫による

イベント開催やレノファ山口の練習公開などにより、コロナ禍前の利用

者数を超える目標を掲げております。事業の妥当性・有効性・効率性に

ついての評価点は３９点となっております。それでは、８１ページをお

開きください。令和５年度以降のサッカー交流公園の運営については、

先の１２月定例会で議決いただいておりますが、指定管理者はレノフ

ァ・アクティオ共同体、指定の期間は令和５年４月１日から令和１０年

３月３１日までの５年間、指定管理料の限度額は単年度で税抜き５，９

６２万６，０００円、業務の内容は（１）、施設の維持管理及び保守業

務、（２）、施設の利用業務、（３）、危機管理に関する業務、（４）、

提案業務、（５）、自主企画運営業務となっております。この予算の内

訳について御説明します。８０ページをお開きください。令和５年度の

予算については、指定管理者委託料として６，５５８万９，０００円、

修繕料として１００万円、市有物件の保険料として３万５，０００円、

合計６，６６２万４，０００円を計上しております。これらに対する財

源内訳としては、まちづくり魅力基金３，０００万円、行政財産使用料

１１万円を充当し、残りの３，６５１万４，０００円は一般会計となり

ます。説明は以上となります。御審査のほどよろしくお願いいたします。 

 

松尾数則分科会長 執行部の説明が終わりましたので、委員の質疑を求めます。 
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山田伸幸委員 １２月議会でも審査しましたが、初年度ですからかなり力を入

れて事業をされるんじゃないかと思っているんですが、具体的にどうい

ったイベントや活性化事業を考えておられるのか、分かっている範囲で

お答えください。 

 

石田文化スポーツ推進課長 １２月議会で委員の皆様にお示ししている事業計

画書の中に提案業務や自主企画運営業務が掲載されておりました。提案

業務につきましては、一例を挙げますと、レノファサッカー観戦講座、

親子で体力テスト、スポーツ鬼ごっこ等が記載されておりました。自主

企画運営業務につきましても、レノファ山口を活用するイベントが計画

されており、幾つか提示させていただきますと、スマイルプロジェクト

オータムフェスティバルｉｎサッカー交流公園、レノファ選手交流企画、

親子で天然芝を植えてみよう等があります。これらを提案いただいてお

りますので、この内容はしっかり行っていただけるものと期待しており

ます。 

 

山田伸幸委員 市からこういうものを行ってほしいと提案しているんでしょう

か。 

 

石田文化スポーツ推進課長 市としましては、指定管理者制度を導入するに当

たり、「レノファに会えるまち山陽小野田」をより市民に感じていただ

けるような業務をしていただきたいとお話ししております。 

 

山田伸幸委員 「レノファに会えるまち」を掲げておられているわけですから、

選手にとってはシーズン中などの事情があると思うんですけど、実際に

市民と交流を深めていく事業等がないと、市民との交流は深まらないと

思うんです。具体的に多くの人を集める企画は、もうできているんでし

ょうか。 
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石田文化スポーツ推進課長 その部分は、指定管理者であるレノファ・アクテ

ィオ共同体が今後運営されるんですが、今お聞きしておりますのは、様々

な提案業務や自主企画運営業務を行うに当たりまして、レノファとアク

ティオは月に一度は必ず会議等を開催して、年間計画等も作りながら一

つ一つ実行していく体制を整えると聞いております。 

 

山田伸幸委員 レノファのグッズはサッカー交流公園等で手に入るんでしょう

か。それとも、市内でサテライトの店舗があるのか、何か聞いておられ

ますか。 

 

石田文化スポーツ推進課長 その点について、具体的な提案はまだ頂けており

ませんが、今後、サッカー交流公園を使って、レノファ山口のファンは

もちろん、いろいろな方々を呼び込む仕掛けをたくさん作っていきたい

と思っておりますので、その中の一つとしてレノファグッズの販売も協

議されるのではないかと思っております。 

 

大井淳一朗委員 用途地域が変わったことによっていろいろな可能性が出てき

たと思うんですが、グッズの販売以外に何か考えておられるでしょうか。 

 

石田文化スポーツ推進課長 その辺りは、指定管理者からの提案を期待してい

るところですが、今後、物販ができることと関連して、例えば、キッチ

ンカーを誘致できないかなども含めていろいろな活用方法を、指定管理

者からの提案を受けながらではありますが、市も一緒に考えながら取り

組んでいきたいと思っております。 

 

白井健一郎副分科会長 サッカー交流公園という名称ですが、私はよくジョギ

ングをしていました。夕刻になると、近所の方々が犬を連れたり、家族

で又は一人で散歩したりするなど、地域では健康公園として機能してい

るわけです。必ずしもサッカーだけに着目せず、広い視点を忘れないで

ほしいんですが、どう思われますか。 
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石田文化スポーツ推進課長 市ではスマイルエイジングを重点的に取り組んで

おります。サッカー場がありますので、サッカーで利用する方が多くお

られますが、それ以外にも、副会長からありましたとおり、ウオーキン

グやジョギング、犬の散歩などいろいろな活用をしていただいていると

ころです。指定管理者制度が始まりましても、その辺りについては今ま

でどおり、市民の方々に快適に使っていただけるような施設運営を目指

していきたいと思っております。 

 

山田伸幸委員 公園の中だけではなく、その周辺について、例えば、選手や市

民が走ろうと思っても、道がかなり傷んでいるんです。その辺もきちん

としていかないと、市民から愛される施設にはならないと思うんですが、

現状は御存じですか。 

 

石田文化スポーツ推進課長 私も、長続きしておりませんが、何回か公園周辺

を歩いたり走ったりしています。その中で周回路に、例えば、線が出て

いるような部分があったり、少し土が流れてむき出しになっていたりす

るような場所があるのは存じております。その辺りの修繕等につきまし

ても、利用者のけが等につながらないよう、必要に応じてしっかり対応

していきたいと思っております。 

 

大井淳一朗委員 利用者の安全について、公園内にはレノファの方も入るし、

いろいろな物とか運ぶ人など関係者も入るし、共有スペースを使う個人

や団体も入ります。皆さんが施設をきちんと気持ちよく使っていただけ

るようにマニュアルなどを作って、快適に過ごせる仕組みづくりが必要

ではないかと思うんですが、いかがでしょうか。 

 

石田文化スポーツ推進課長 サッカー交流公園は、サッカーをはじめジョギン

グ、ウオーキング等で多くの方々に利用していただいております。その

ような中で、公園内の車両の通行、施設利用におけるマナー等について、
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利用者からの苦情や要望の声を耳にすることはあります。施設内に注意

事項、禁止事項の貼り紙等をしておりますが、まだまだ周知不足が否め

ません。そのため、利用者が気持ちよく利用できる施設となるよう、今

年度中に安全マニュアルを策定して、指定管理者による運営が始まった

後も安全対策等を作っていきたいと思っております。 

 

山田伸幸委員 指定管理者との契約の関係で、区画がどこからどこまでと決ま

っているんじゃないかと思うんですけれど、周回路は区画に入るんです

か。 

 

石田文化スポーツ推進課長 面積等については、指定管理者を選定する際の仕

様書や募集要項に記載しており、周回路等も入っております。 

 

奥良秀委員 今、施設内はきれいになってきていると思います。しかし、維新

公園などを見ると、外観もきれいなんです。サッカー交流公園は、周り

の道を見ても、ガードレールの白いビームが落ちていたり、草がかなり

生えていたりするところが見受けられるんです。やはり全体をきれいに

することが、市長が言うところの「山陽小野田市の宝を磨く」となりま

すので、そういったところも関心を持って手入れしていただきたいと思

いますが、いかがでしょうか。 

 

古川副市長 外周の道路は市道であり、その管理は建設部土木課が行っており

ます。先ほど大井委員が用途地域を改正したことを言われましたが、そ

の辺も含めて、また、奥委員が言われたように、市道関連部分について

は、今後、サッカー交流公園が拠点になりますので、土木課にそのよう

な指導をしていこうと思います。 

 

奥良秀委員 ぼちぼち桜が咲く頃です。土木課職員が桜の木周辺の手入れをさ

れているのも見ていますので、一生懸命やっていることは存じています。

敷地内をサッカー以外にも使われています。いろいろなスポーツができ、
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例えば、スケートボードなどもされているんですが、さっき大井委員が

言ったみたいに、マニュアルを作って、なるべくぶつかり合わないよう

にしながらいろいろなスポーツができるようにしていただきたいと思い

ますが、お願いできますか。 

 

石田文化スポーツ推進課長 スケートボードにつきましては、今も利用があり

ます。安全対策として、ほかの方にぶつからないような場所で行ってい

ただくようにお願いしております。その辺りも今後作成予定のマニュア

ルには明記したいと思います。 

 

吉永美子委員 毎年１００万円の修繕料が計上されていますが、これはどうい

う想定でしょうか。 

 

原田文化スポーツ推進課主幹 サッカー交流公園の管理委託料の中で、簡易な

修繕については毎年１５０万円までは、レノファ・アクティオ共同体に

行ってほしいということで、委託料に入れております。しかし、それを

超える大きな修繕が出てきましたら、この１００万円を使う予定として

おります。毎年予定があるとは考えておりませんが、一応取っていると

いうものです。 

 

吉永美子委員 指定管理料の中に含まれるその修繕の金額について、１５０万

円とした基準は何ですか。 

 

原田文化スポーツ推進課主幹 修繕料は、１年間のトータルで１５０万円まで

としており、一件当たりが５０万円以内の修繕で、年間最大１５０万円

までと指定しております。スプリンクラーなどがよく傷むので、これに

係る修繕料約４０万円を基準として、それに見合う金額を計上しており

ます。 

 

吉永美子委員 指定管理者制度の導入に向けてコスト削減を行っている事業で
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あるということですが、指定管理者制度を導入することは、コスト削減

が大きな目的ではあるんですけども、民間活力をいかに使うかというと

ころも目的に入っていると思うんです。指定管理者となった団体に頑張

っていただくためには、利益の部分も大事だと思うんです。用途地域の

変更があって、いろいろなことができるようになったことについて、例

えば、グッズを売った利益は指定管理の収入になるのでしょうか。どの

ような決まりになっているんですか。 

 

石田文化スポーツ推進課長 指定管理者の収入につながる部分として、自主企

画運営業務があります。この業務は、「スポーツによるまちづくり」推

進に関連する事業を行っていただくものになります。自主企画運営業務

実施に係る経費は、指定管理者に御負担いただきますが、実施によって

発生した収益はそのまま指定管理者の収入になります。いろいろな提案

を実現していただいて、そこで得た収益によって指定管理者のモチベー

ションを高く維持できるように考えております。 

 

大井淳一朗委員 クラブハウスの賃料は、行政財産使用料に入っているんです

か。 

 

石田文化スポーツ推進課長 クラブハウスの取扱いについて、例えば、建物は

レノファ山口と毎年賃貸借契約して、引き続き賃料を頂く予定としてお

ります。 

 

大井淳一朗委員 それがこの１１０万円ですか。 

 

石田文化スポーツ推進課長 行政財産は１１万円で、これは自動販売機設置に

係る行政財産使用料です。 

 

吉永美子委員 何年か前にエンブレムのことで一般質問したことがあります。

よそのサッカーチームで、記念撮影された場合にエンブレムがあったと
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いうことを申したんです。せっかくネーミングライツ料を頂いているの

で、企業からすると、おのサンサッカーパークでエンブレムが生かされ

ていることは喜びになると思うんですが、いかがですか。 

 

石田文化スポーツ推進課長 レノファ山口の選手を取材して、その内容を文化

スポーツ推進課が開設しているインスタグラムに載せております。その

中でバックパネルを置いて、その前で写真を撮ることをしています。以

前からいろいろな御意見を頂いておりますが、テレビ等の取材を受ける

際に場所がおのサンサッカーパークと分かるような仕掛けがあったほう

がいいというお話もいただいておりますので、その辺りについては積極

的に取り組んでいきたいとは思っております。指定管理者と一緒に考え

ていく中で対応を検討したいと思っております。 

 

松尾数則分科会長 ほかに質疑はよろしいですか。（「なし」と呼ぶ者あり）

以上をもちまして、審査事業１４の審査を終わります。それでは、予算

書８４ページから順に質疑を求めます。 

 

大井淳一朗委員 大分前、支所で公金の取扱いに問題がありました。その後は

適正な取扱いを徹底されていると思うんですが、現状を教えてください。 

 

川﨑市民部長 南支所、埴生支所についてお答えします。適正に業務執行して

おります。収納関係の部署についても、以前、事故が起こったときから

見直しまして、複数人の目が届く体制でダブルチェックを行い、適正に

運用しております。 

 

山田伸幸委員 複数のチェックと言われたんですが、２回目にチェックする人

が、最初にチェックした人は間違えていないだろうと思い込んだ状態で

チェックするということが、全国的に起きていて、事故が発生していま

す。その辺はどのように防止されるのでしょうか。 
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川﨑市民部長 ダブルチェックにおいては、２人の目で申請内容と発行する書

類の内容を確認しております。２人目の人が、１人目がしっかり見てる

から問題ないだろうと認識していると、ダブルチェックが機能していな

いということですので、毎日、朝礼等で所属長が職員に対して、集中し

て業務に当たるように注意喚起を行っているところです。 

 

吉永美子委員 文化振興費について、送迎業務委託料として８０万円計上され

ています。これは以前行われてきた子ども文化ふれあい事業を令和５年

度から再開するということでしょうか。 

 

別府文化スポーツ推進課文化振興係長 子ども文化ふれあい事業につきまして

は、コロナ禍により、令和３年度と令和４年度は、各小学校に出向くア

ウトリーチ形式で行っておりました。しかし、令和５年度からは、以前

のように、不二輸送機ホールに市内の小学６年生を集めて開催したいと

考えており、その分の委託料を計上しております。 

 

大井淳一朗委員 かるた教室事業委託料については、竜王中学校や小野田高校

と連携して行っています。これをほかのところにも広げていただきたい

と思うんですが、来年度はどのようになっていますか。 

 

別府文化スポーツ推進課文化振興係長 令和４年度は１２回としていた学校か

るた出前教室ですが、全小中学校から希望を頂きまして、全小中学校で

開催しました。それを踏まえて、令和５年度も同じように計上しており

ます。 

 

山田伸幸委員 これはクラブ活動などに発展していかないものか、その点での

取組はどうでしょうか。 

 

石田文化スポーツ推進課長 かるたの部活動につきましては、総合計画中期基

本計画の指標の一つとしています。今後につきましては、例えば、中学
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校の文化部の中でかるたの取組ができないかどうかなどを教育委員会等

と協議しながら、学校の実情に合わせて取り組めるところからお試しで

少しでもかるたに触れてもらう機会を作っていきたいと思っております。 

 

山田伸幸委員 かるたの競技は、何回かテレビで見たことあるんですけど、あ

れは文化というよりもスポーツだと思います。実際にかるた教室をされ

るときの皆さんの反応はどうでしょうか。 

 

石田文化スポーツ推進課長 かるた教室につきましては、本市のかるた協会に

委託しております。競技かるたは特殊ですので、例えば、決まり字の仕

組みなどを最初に説明した後に、実際に４枚の札を使ってかるた競技に

触れる時間を取っております。最初は恐る恐るかるたに触れる子どもた

ちも、だんだん慣れてくると、クィーンである先生のまねをして、すご

く早く取るようなまねをしてすごく楽しそうにしております。また、今

年度から、幼稚園、保育園にもかるたを普及する取組を行っております。

幼稚園、保育園児には競技かるたは難しいので、まず 1 枚で簡単に取る

まねをする、また、札の絵を見てかるた札がどういうものかということ

を知ってもらうという取組をしております。今年度３園で行っておりま

すが、どこの園でも大変好評で、かるたのお坊さんめくりのセットを一

つずつ園に配布し、それを使って楽しくかるたをしているというお話を

聞いております。 

 

吉永美子委員 金額は少ないですが、ガラスアート作品搬出入委託料とはどう

いったものでしょうか。 

 

原田文化スポーツ推進課主幹 昨年８月からガラトアート作品の事業所への貸

出しを行っているので、その搬入搬出料を委託した事業者にお支払いい

ただいています。市の理由は、現代ガラス展が開催されますが、こちら

等の理由で改修が必要になった場合、小野田ガラスのガラス作家の先生

に非常に丁寧に扱っていただいておりますので、こちらに払う委託料と
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いうことで、１件当たり１万円から２万円ぐらい掛かるんですが、予備

として２件分取っている費用です。 

 

白井健一郎副分科会長 かるたの話に戻るんですが、対象は児童だけですか。

それとも、一般向けもあるんですか。 

 

別府文化スポーツ推進課文化振興係長 学校出前かるた教室は、市内小中学校

を対象としております。また、幼児かるた教室は、市内の幼保育園を対

象としております。また、一般かるた教室は３回分の予算を計上してお

ります。 

 

白井健一郎副分科会長 市長は、かるたのまち山陽小野田市を全国的に売り出

していて、非常にすばらしいことだと思います。また、児童が、かるた

１００種を全部覚えるかどうかはともかく、経験したことは財産として

残りますし、かるたをすると山陽小野田市を思い出すことになると思う

んです。私の知り合いに中学生がいるんですが、学期末テストの国語の

試験に、かるたの８０番から９０番までという範囲があって、１年間で

１００種全部覚えることになっているということで、非常にいいことだ

と思いました。これは教育委員会の所管なので、ここでは御意見は聞き

にくいですが、本市がかるた文化を取り上げて、市民に向かっていろい

ろな活動をしていることについてどう思われますか。 

 

石田文化スポーツ推進課長 かるたの取組は、山陽小野田市では平成３０年度

から行っております。かるた教室につきましては、令和元年度から毎年

行っております。かるたを振興する上で、どう展開させるかについては、

小野田高校のかるた部が、ここ最近大変優秀な成績を収めております。

今後、競技かるたをしっかりやっていきたいという生徒もいるでしょう

し、例えば、句を呼んで、どういった句の内容かに興味を持つ子どもも

いるでしょうし、句を書いた人に興味を持つ方もいると思います。かる

たについては、競技かるただけではなく、芸術文化全般にもつながると
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考えており、文化スポーツ推進課では、競技かるただけではなく、幅広

く文化という点も考えながら取り組んでいるところです。 

 

大井淳一朗委員 竜王中学校等の話をしたのは、正にそのことです。小野田高

校かるた部が、地元の小中学校と一緒にかるたをして、小野田高校かる

た部の技術を見て、すごいと感じたり、３対１で競技して、時々は札が

取れて喜んだりという交流があると思うんです。ですから、もちろんク

イーンには引き続きお願いしたいんですが、小野田高校かるた部も是非

活用していただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。 

 

石田文化スポーツ推進課長 大井委員がおっしゃったように令和２年度から毎

年１０月に小中学校、高校が連携してかるた交流会を行っております。

この交流会につきましては、小野田高等学校かるた部の生徒が司会進行

し、会の運営も含めて行っていただいております。今後、市として目指

すところは、山口東京理科大学にもかるた部がございます。近年はコロ

ナ禍の影響で、大学のサークルや部の活動がなかなかできない状況でも

ありました。この小中高の連携に、是非大学のかるた部にも参加いただ

いて、本市の特徴である小中高大まで含めての交流会ができることを願

っております。それをかなえるために、例えば、どういう時間帯であれ

ば開催が可能なのか、今後も、竜王中学校、本山小学校、赤崎小学校で

交流会が開催されると思いますので、学校とも協議を重ねながら、実現

に向けて取り組んでいきたいと思っております。 

 

奥良秀委員 先ほど三つの学校の名前が出ましたが、地域差があると思ってお

ります。全小中学生が年に一度はかるたに触れていると言われたと思う

んですが、本当にそうなんですか。私の周りでは全然そういう話がない

ものですから、実際はどうなんですか。 

 

石田文化スポーツ推進課長 今年度、教育委員会に御協力いただき、全小中学

校での開催が可能となりました。ただし、募集するに当たり、例えば、
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小学校１年生であれば時期尚早ということがあり、学校には、小学校４

年生を百人一首を習う学年の基準として考えていただくようにお願いし

ております。こちらの意向を酌んでいただいて、４年生のクラスで申し

込まれる学校もありますし、カリキュラム的に４年生は難しいので、例

えば５年生で申し込むなどはありますが、必ずどこかの学年でかるたに

触れるような形を取っております。 

 

奥良秀委員 全小中学校と言われているので、児童生徒全員がかるたに触れて、

まちをかるたで盛り上げていくと思っていたんです。しかし、４年生や

５年生に限定して、また、赤崎、本山など地区も限定するということに

なると、温度差ができるんじゃないかと思ったんですが、その辺りはど

のようにお考えですか。 

 

石田文化スポーツ推進課長 かるた教室は、小学校が１１校、中学校が６校、

合計１７校で実施可能です。先ほど赤崎小学校、本山小学校、竜王中学

校と申し上げたのは、交流会を中心に開催している学校名です。竜王中

学校、赤崎小学校、本山小学校等で作っている「りゅーみんネット」が

中心となって交流会を行っているんですが、そういった活動が、赤崎地

区、本山地区だけではなく、ほかの地区にもどんどん広がるように取り

組んでいきたいと思っております。 

 

川﨑市民部長 補足します。たしかに、全小中学校で取り組んだという表現は、

誤解を与えると思いました。課長が申したとおり、まだ取組を始めたば

かりです。担当部署の考えとしては、学校の全生徒にかるたに触れる時

間を作っていただきたいと思っています。しかし、学校側のカリキュラ

ムの関係もありますので、今年度は学年を限定して実施しました。これ

をどんどん進めていって、全ての児童生徒がかるたに触れるような取組

につなげていきたいと思っております。 

 

白井健一郎副分科会長 ガラス文化について、この１年、ＣＬＡＳＳ ＧＬＡ
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ＳＳに力を入れておられました。いい意味で全国的に広まったと思うん

です。今年度は現代ガラス展に力を入れるということでよろしいでしょ

うか。 

 

別府文化スポーツ推進課文化振興係長 来年度、７月におのだサンパークで現

代ガラス展が開催されます。そこでもＣＬＡＳＳ ＧＬＡＳＳのコーナ

ーを設けるなど、アピールしてまいりたいと考えております。 

 

大井淳一朗委員 市民館の文化ホールはきれいになっていて、コロナ禍での規

制がなくなったので、４００人ぐらい入れますね。 

 

石田文化スポーツ推進課長 そのとおりでございます。 

 

大井淳一朗委員 文化ホールはきれいにしていただきましたが、体育ホールに

ついては、今後、改築やリニューアルなど、きれいにする予定があるん

でしょうか。 

 

石田文化スポーツ推進課長 体育ホールは、かなり老朽化している状況にはあ

りますが、ここ数年の間でリニューアルする計画は今のところありませ

ん。 

 

山田伸幸委員 岩国市など文化ホールを持っているところで行っていることで

すが、友の会などの団体を結成して利用を広げる。また、館は定期的に

文化行事を行う。そういった取組はできないんでしょうか。 

 

山本文化会館長 市が自主文化事業でたくさん公演を行って、たくさんのお客

様に見ていただくことが理想です。現状、主催文化として、山口交響楽

団のサマーコンサート、参加者が多いピアノマラソン大会、１２月には

県内の合唱団に集まっていただく合唱祭を行っているところです。これ

らにつきましては、市内のプレイガイド等や公共施設でチケットを販売
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しております。しかし、他の館のようにたくさんの事業を行っていない

状況です。将来的にはそのようなものができたらよいと思っており、併

せて賛助会員的な制度も設けることができたらよいと思っているところ

です。 

 

奥良秀委員 以前、福田委員から池に藻が発生しているという指摘があったん

ですが、アフターコロナになり、いろいろなイベントが行われてくると

思うんです。そういった中で、見栄えがそのままでいいのかと思うんで

す。山陽小野田市の文化会館はいいところだと思いますので、見栄えも

大事じゃないのかと思うんですが、何かいい案をお持ちではないでしょ

うか。 

 

山本文化会館長 現在、文化会館の老朽化調査と中長期整備計画を作成してい

るところです。池ですので、水を張った状態の外観により文化的な施設

の情緒が生まれてくると思います。改修計画を作っているところですが、

池に水が張れるような施設にしたいと思っています。 

 

吉永美子委員 きららガラス未来館について、修繕料として４５３万３，００

０円計上されていますが、この内容をお知らせください。 

 

別府文化スポーツ推進課文化振興係長 例年の溶解炉の修繕６０万円に加え、

海側の鉄製部分が塩害によって激しく腐食しているため、窓枠修繕に２

２７万７，０００円、外壁塗装に１２１万５，５００円、屋外キュービ

クルも腐食が激しく、このままでは本体が損壊するおそれがあるので、

さび部分の修繕に４４万円計上しております。 

 

吉永美子委員 きららガラス未来館にはオストメイトのトイレがあるんですが、

きちんと使える状態ですか。この点は検討されていないんでしょうか。 

 

石田文化スポーツ推進課長 現在、トイレの改修等は具体的に検討しておりま



 99 

せん。しかし、市内の公共施設全般に言えると思いますが、いろいろな

方が利用するトイレですので、必要性等を鑑みながら、適切に対応して

いきたいと思っております。 

 

吉永美子委員 今の時代、トイレは様々な方がきちんと使える形にするのが本

来です。オストメイト対応のトイレを見たことはありますか。 

 

石田文化スポーツ推進課長 どういうものかは知っております。ただし、利用

者の方が使いやすい状況にあるかどうかについては、勉強不足かもしれ

ません。 

 

吉永美子委員 以前のままであれば、私も最近見てないので記憶が曖昧ですが、

確か鏡がなかったと思います。オストメイトは鏡が必要ですので、鏡が

なければ、早急に対応してください。 

 

石田文化スポーツ推進課長 御意見ありがとうございます。至急確認して、適

切に対応していきたいと思っております。 

 

白井健一郎副分科会長 公共のトイレにおいて、障害者のために特別な設備を

設置するときには、どの障害者を優先するかという問題があるんです。

障害福祉課の方に聞くのが一番早いのでしょうが、まだ本市では基準が

できていないようですので、プッシュをお願いします。 

 

古川副市長 今の御意見やきららガラス未来館の一件については、障害者行政

全般にかかわることであり、この場で答弁はできかねます。今の御意見

を障害福祉担当には申しておきます。 

 

大井淳一朗委員 ＰＣＢ調査委託料ですが、これにはまだ対応しないといけな

いのですか。何年か前に終わっているはずですが、どうでしょうか。 

 



 100 

別府文化スポーツ推進課文化振興係長 今年度に入り、中国電気保安協会から、

屋外キュービクルのコンデンサーに微量のＰＣＢが混入している可能性

が否定できないという報告があったため、調査分析を行うものです。 

 

山田伸幸委員 スポーツ振興費のキャンプ誘致推進事業について、具体的には

どういった活動をされているんでしょうか。 

 

三浦文化スポーツ推進課スポーツ振興係長 こちらは、パラサイクリング日本

代表チームの合宿の誘致に係る補助金の支出となります。 

 

大井淳一朗委員 先ほどの審査事業で、サッカー交流公園のことがありました。

サッカーももちろん大事ですが、ほかのスポーツ施設がどうかを考える

と、老朽化しているところもあると思うんです。例えば、野球場の空調

とか、市民体育館の空調とかも整備していかなければならないと思うん

ですが、こういったことは予算化されていますか。 

 

石田文化スポーツ推進課長 サッカーだけに特化したスポーツ振興は考えてお

りません。幅広くスポーツを振興したいと考えております。そのような

中、市内にある体育施設はどこも老朽化しています。環境整備をしっか

り行いたいということで、来年度につきましては、文化スポーツ推進課

所管の予算上には出てきておりませんが、野球場と市民体育館のトレー

ニングルームに空調を設置する予定としております。近年の猛暑に伴う

気温の上昇等がありますので、熱中症対策という観点からこの二つの施

設に空調を設置したいと思っております。この予算につきましては、オ

ートレースによる収益事業である地域公益事業で対応する予定です。 

 

吉永美子委員 何年か前にトレーニングルームを使っている方からの声を受け

て空調設備のことを取り上げました。来年度から始まるということには

大変喜んでいますが、暑くなる前に設置しないといけません。いつ頃設

置されるのか、具体的に考えておられますか。 
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石田文化スポーツ推進課長 可決いただけましたら、新年度に入って早急に入

札等の手続を行います。なるべく早く利便性が上がるように対応してい

きたいと考えております。 

 

奥良秀委員 この中に市民プールの関係は入っていますか。 

 

三浦文化スポーツ推進課スポーツ振興係長 市民プールにつきましては、需用

費の修繕料の中で対応することとしております。 

 

奥良秀委員 ５月８日から基本的にはマスクが必要ないという状況です。市民

プールの需要も例年どおりになっていくと思うんです。去年は、人数制

限をするなどの運用だったんですが、本格的に使われる前に手入れをし

ないといけないとは思いますが、確認されていますか。 

 

三浦文化スポーツ推進課スポーツ振興係長 昨年度も、運営を行う前に指定管

理者に確認していただいて、必要な修繕対応はしております。今年度も、

運営が始まる前、５月頃には施設の点検を指定管理者に行っていただき

ます。 

 

大井淳一朗委員 戸籍について、コンビニ交付が多くなってきています。総合

事務所での利用状況はいかがでしょうか。 

 

梶間市民窓口課長 市民窓口課での交付は、年々減少傾向です。令和３年度の

実績を申します。市民窓口課では、市民課関係、税務課関係の証明書を

発行しており、火葬場の使用料等を含めた全ての件数で言いますと、約

１万１，０００件程度の手続をしております。 

 

松尾数則委員会長 ほかに質疑はありますか。（「なし」と呼ぶ者あり）審査

番号②の審査を終了し、１０分間休憩します。 
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午後４時２０分 休憩 

 

午後４時３０分 再開 

 

松尾数則委員会長 休憩を解きまして、審査を続行します。次は、審査番号③

の審査を行います。予算書１２８ページから委員の質疑を求めます。 

 

大井淳一朗委員 民生委員の成り手不足は深刻で、これまでは旧小野田地区だ

けだったんですが、この前広報を見たら、旧山陽地区にも空白が出てい

ます。どうにかしないといけないと思うんですが、市としてはどのよう

な対応策を考えておられるでしょうか。 

 

須子社会福祉課主査兼地域福祉係長 民生委員につきましては、昨年１２月１

日に一斉改選が行われて、改選前は不在地区が４地区でしたが、改選後

は、１２月１日時点で１７地区が不在地区となりました。その後、新た

な候補者を推薦しまして、新たに民生委員になられた方が４人いらっし

ゃいます。地区担当の民生委員の定数は１４９人ですが、１１地区が不

在です。また、主任児童委員の定数は９人ですが、１人が不在となって

おります。現在、１３地区が不在ですが、先日、自治会連合会の御協力

を得まして、市内の不在地区の自治会に対して、民生委員を探している

という回覧を行いました。その中で、２人ほどなってもいいとおっしゃ

られる方がおられましたので、現在、その２人を候補として推薦する準

備をしております。それを入れますと、民生委員は１１人、主任児童委

員は１人不在となっております。 

 

大井淳一朗委員 具体的な自治会は結構ですので、旧小野田地区、旧山陽地区

で空白の内訳を教えてください。 

 

須子社会福祉課主査兼地域福祉係長 まだ決定していない候補がいる地区が２
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地区ありますが、そこを除きまして、旧小野田地区で１０地区、旧山陽

地区側が１地区です。主任児童委員につきましては、高千帆中学校区で

す。 

 

吉永美子委員 自治体によっては、民生委員、主任児童委員の負担軽減を図る

ために、民生委員協力員制度があるんですが、検討されていないでしょ

うか。 

 

坂根社会福祉課長 現時点ではまだ考えておりません。来年度以降はＲＭＯの

関係があり、民生委員も不足していますので、協力員制度を研究したい

と思います。 

 

吉永美子委員 これだけ民生委員が不足しているのは、負担が大きいという部

分があると思うんです。ある程度の年齢になっても仕事をされているな

ど昔とは社会環境が変わっていると思うんです。民生委員協力員につい

て、ほかの自治体で制度を作ってみてどうなのかを検討していただきた

いと思いますが、いかがでしょうか。 

 

坂根社会福祉課長 研究、検討させてください。 

 

山田伸幸委員 そんなに簡単なものではありません。私も年初めからこの問題

取り組んでおりましたが、いまだに解決しない状況です。最後の手段だ

と思って職員に声を掛けたんですが、全然御協力いただけませんでした。

市としても全体的な地域への貢献を少しは検討していただかないと、地

域運営そのものが成り立たない状況になるんじゃないかと心配していま

すが、いかがでしょうか。 

 

吉岡福祉部長 民生委員につきましては、地域で活躍して、市につないでいた

だく大変重要な役割を担っていただいています。空白のところがあるの

は私たちも苦しいところです。先ほど吉永委員から御提案がありました
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が、いろいろな可能性も含めて、今後、空白のところがないような形で

努力してまいりたいと考えております。 

 

白井健一郎副分科会長 生活困窮者自立支援事業についてお聞きします。生活

保護制度とは、生活を一定水準にするほどの所得がない人が、毎月、定

日に保護費をもらえるという制度なんですが、生活困窮者自立支援制度

とは、私のイメージでは、もっと切迫した、今日、明日食べるものがあ

るかも分からないという方に対しての支援と理解しているんですが、そ

の理解は正しいでしょうか。 

 

坂根社会福祉課長 生活困窮者自立支援事業につきましては、生活保護になる

前の状態のような生活に困窮されている方を助けていく制度です。 

 

白井健一郎副分科会長 生活保護になる前というと、時間的なつなぎという意

味ですか、それとも、比較的貧困の度合いが軽いということでしょうか。 

 

坂根社会福祉課長 生活の程度です。生活保護は、資産がない、現金がないな

どの方が対象になりますが、生活困窮者自立支援事業は、ある程度お金

はあるが、生活が苦しいという方に対しての措置です。 

 

白井健一郎副分科会長 生活保護に至らないためのクッションだと想像すれば

いいすか。 

 

坂根社会福祉課長 そのとおりです。 

 

白井健一郎副分科会長 どこに委託されていますか。 

 

坂根社会福祉課長 二つ事業がありまして、生活困窮者自立支援事業は社会福

祉協議会に、就労準備支援事業はワーカーズコープに委託しております。 
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山田伸幸委員 昨年、裁判で山陽小野田市が敗訴するという事件がありました。

その後、市として改善されたことがあるんでしょうか。 

 

坂根社会福祉課長 敗訴しました。懇切丁寧な説明と生活保護の廃止が争点に

なった裁判でしたので、廃止後の状況を福祉事務所がきちんと把握する

こと。また、職員には、生活保護制度の根本に戻って業務を進めるよう

に研修等しました。 

 

山田伸幸委員 自殺者がまた増えているというニュースがありました。その大

きな理由の一つに経済的困窮があって、経済界においては給料を上げる

とか、労働組合も給料を勝ち取るとか、といろいろにぎやかです。しか

し、いろいろな理由で働けない人たちが地域で暮らしていけるように、

福祉の窓口が懇切丁寧に対応することが大切です。苦しくなったら遠慮

せずに相談してくださいと、一般質問では中島議員がポスターを作って

分かりやすく窓口につなげる努力をしたらどうかということだったんで

すが、その後、何か検討されたでしょうか。 

 

坂根社会福祉課長 生活保護の周知については、一般質問でもお答えしたよう

に、生活保護のしおりやホームページの充実に加え、生活保護のしおり

は、今まで地域交流センター等には置いていませんでしたが、地域交流

センター等に配付して、市民に分かるように配置してもらうようにお願

いしております。 

 

山田伸幸委員 夏場、地域交流センターに地域の方がずっと逗留される場面を

何度か見たことがあります。話を聞くと、エアコンが家にない、使えな

いということで、おのだサンパークに行ったり、図書館に行ったり、公

民館に行ったりするんですと言っておられました。自宅に住み続けられ

ない状況はどうなんだろうかと思うんです。生活保護のしおりが、地域

交流センターにおいて見やすいように置いてあればいいんですが、なか

なか目に入らないこともあると思うので、その辺は工夫が必要だと思う



 106 

んですが、いかがでしょうか。 

 

松尾数則分科会長 山田委員、質問の前半分はほとんどいりません。質問だけ

するようにしてください。執行部の回答を求めます。 

 

坂根社会福祉課長 この度お願いしたところですので、現場を確認して、改め

てきちんと置いていただくようにお願いしたいと思います。 

 

山田伸幸委員 障害者福祉費について、障害福祉計画検討委員会委員と自立支

援協議会委員と障害者支援区分認定審査会委員のそれぞれの役割と、そ

れぞれどの程度実施されているのかをお聞きします。 

 

吉村障害福祉課長 障害者福祉検討委員会は、年間３回ほど実施する予定にし

ております。来年度に計画を策定しますので、その検討をしていただく

ことになっております。山陽小野田市自立支援協議会は、年１回の開催

を考えております。障害者の地域での自立を目指し、山陽小野田市の障

害者の課題について協議することを目的に開催しております。最後に、

障害支援区分認定審査会ですが、これは区分を認定するもので、１４回

ほど組んでいますが、月に１回ほど、２組の合議体で審査しています。 

 

山田伸幸委員 自立支援協議会委員は、どういった方が委員になっておられる

のか、きちんと意見が出るんですか。１回しかされないということで、

自分の任務をきちんと理解された上で委員をされているんでしょうか。 

 

岡手障害福祉課障害支援係長 山陽小野田市自立支援協議会の委員は、医療機

関を代表する者、障害福祉サービス事業所を代表する者、関係行政機関

の職員、一般公募で選出された市民、そのほか市長が必要と認める者の

２０人で構成しております。協議会自体は年１回ですが、それとは別に

毎月定例会を行っております。定例会では、市内の障害サービス事業所

の関係者が集まって協議した結果を報告という形で自立支援協議会に掛
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けて、そこで御意見を頂いてという形で開催しております。提案したこ

とに対して、反対意見は余り出ませんが、こういう課題があると提示し

たことに対しては、各担当者の所属するところの意見として御意見を頂

いております。 

 

吉永美子委員 手話通訳者設置事業委託料について、令和４年度当初に利用者

がゼロというお話がありましたが、現在はどうでしょうか。 

 

吉村障害福祉課長 現在もゼロでございます。 

 

吉永美子委員 理由は分かりますか。 

 

吉村障害福祉課長 本来は意思疎通する意思疎通支援者との会話が主なもので、

手話通訳者設置事業は、急に市役所に行かないといけないが、通訳者と

の連絡が取れずにいると。そして、通訳者なしでは会話がままならない

というときに使うものです。筆談や手話等ができるのであれば、手話は

言語ですので、目の前で取り交わすのが一番であると考えています。こ

の事業は、どうしても手話でないと伝わらないというときに補助的に使

うとことになり、本当に困ったときに使うものと考えています。面前や

簡単な手話で意思疎通できるのであれば、それで事足りていると思って

います。 

 

白井健一郎副分科会長 視覚障害者の同行支援について、視覚障害がある方が

散歩やハイキングするときに利用できる国家資格があるんです。その制

度をもっと充実させてほしいという声があるんです。一つは、同行支援

の資格を取るときの講座料が、他市では市が負担したり、一部減額され

たりがあるらしいんですが、山陽小野田市にはそれがないと。これは国

の制度だから難しいのかもしれませんが、同行支援の制度が充実してい

ないがために成り手が少なかったり、資格を持っていても違う障害者支

援に流れてしまったりということがあるらしいんです。その点について、
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どうお考えですか。 

 

岡手障害福祉課障害支援係長 副会長がおっしゃるとおり、同行援護というサ

ービスは、行っている事業所数が少ない状況にあります。実際に利用さ

れている方もほかのサービスに比べて少ないんですけれども、今のとこ

ろは、利用したい方が利用できる状況にあります。しかし、受けてくだ

さる事業所が少ないこと、そして、同行援護を受けてくださる事業所が、

同行援護だけではなくて、通常のヘルパー、つまり居宅介護といって、

自宅で家事や掃除をするという事業所を兼ねている関係で、そちらの需

要が多く、同行援護を使いたいときには調整が必要になっています。 

 

白井健一郎副分科会長 先週の日曜日、中央図書館で共生のまちづくりの講座

がありまして、市役所のＯＢの方か講師をされていました。非常に山登

りがお好きな方で、ここ５年ぐらいは、視覚障害の方を連れ沿って、一

緒に山を登っているとお話でした。ガイドの方々は、１０年、２０年単

位で同行援護の資格を取って寄り添っているわけですが、そうしたら従

来の事業所が経営的にうまくいかなくなってきているというお話もある

らしいんですが、御存じでしょうか。 

 

岡手障害福祉課障害支援係長 事業所ではない方が同行援護の資格を持たれて

活動されているがために、同行援護事業所の経営が苦しいという話は、

障害福祉課では把握しておりません。 

 

山田伸幸委員 １３５ページ、１１節役務費の手数料が３，８００万円あるん

ですが、これはどういった内容でしょうか。 

 

松本障害福祉課課長補佐 手数料３，８００万円のうち、大半が計画相談支援

給付費になります。連合会を通じて支払う形になっているんですが、相

談支援業務を行う相談支援事業所に対して、相談、プラン料を支払うた

めに計上しております。 
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福田勝政委員 １３７ページ、１９節の上から２番目、日常生活用具給付費に

ついて詳しく教えてもらえますか。 

 

吉村障害福祉課長 この給付費は、重度の身体障害者、知的障害者、精神障害

者又は難病の方に対して、障害者用の日常用生活用具を給付する事業に

なっております。日常生活上の困難を改善して、自立を支援し、かつ、

社会参加を推進するための事業になります。主な日常生活用具としまし

ては、介護訓練、自立支援、在宅療養、情報・意思疎通、排せつ管理な

どの用具になります。また、令和３年度１２月議会で伊場議員が一般質

問されました人口内耳用の充電地の補助について、令和４年度に福祉部

内で検討しまして、令和５年４月から支援用具の対象として追加しまし

た。予算を可決していただいた後に備えて、現在、要綱を変更する準備

をしているところです。 

 

松尾数則分科会長 もうすぐ午後５時になりますが、延長したいと思います。 

 

大井淳一朗委員 １３５ページ、発達障害児地域支援体制強化事業委託料につ

いて説明してください。 

 

岡手障害福祉課障害支援係長 発達障害児地域支援体制強化事業委託料は、令

和４年度から開始したもので、発達障害児やその家族が適切な支援を身

近な地域で受けられるよう、児童発達支援センターの機能強化を図るも

のです。令和３年度までは県が行っていたものを、令和４年度から市に

移管されて実施しております。この委託料は、山陽小野田こども発達支

援センターとことこに委託しております。 

 

山田伸幸委員 １３７ページ、１９節扶助費の中にグループホーム給付費につ

いて、グループホームは何箇所あり、何人ぐらい入っておられますか。 
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岡手障害福祉課障害支援係長 グループホームは、現在、市内に６か所ありま

す。市民が必ず市内のグループホームに入るわけではありませんので、

市内６事業所の状況は、大まかにしか把握しておりませんが、まだ空き

はある状況です。市民でグループホームに入られている方の人数は、令

和３年度の実績で６７人です。 

 

山田伸幸委員 ６か所の場所は、地域的な偏り等はないですか。 

 

岡手障害福祉課障害支援係長 市内全域に散らばっているわけではございませ

んが、厚狭地区から赤崎地区までにわたっております。 

 

山田伸幸委員 福祉タクシー助成費について、一人一人確認して使用されてい

るのか。ほかの人が利用することができないような仕組みが作られてい

るのか、その点はいかがでしょうか。 

 

三隅障害福祉課障害福祉係長 タクシー券の不正利用につきましては、現在、

耳にしておりません。タクシー券の交付時には利用者に対して乗車につ

いての注意事項を必ずお渡しし、丁寧に説明を行っているところです。

また、タクシー事業者に対しては、制度の内容を説明した文書をお渡し

し、不正防止に御協力いただいているところです。 

 

山田伸幸委員 チケットに名前を書くなど、いろいろな工夫が必要じゃないか

という指摘がこれまでもあったと思うんですが、その点では何もされて

いないのでしょうか。 

 

吉村障害福祉課長 表紙には御本人の名前を書いてお渡しするようにしていま

すが、一枚一枚に名前を書いてお渡しすることはしておりません。 

 

山田伸幸委員 福祉センター運営費について、入浴が行われている福祉センタ

ーはどこですか。 
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須子社会福祉課主査兼地域福祉係長 現在、福祉センターは中央福祉センター

のみですので、入浴も中央福祉センターのみです。 

 

大井淳一朗委員 赤崎、本山、高千帆の福祉センターがなくなって、１か所に

集中しており、また、きらら交流館が閉館になったことで更に集中する

んじゃないかと思うんですが、大丈夫なんですか。 

 

須子社会福祉課主査兼地域福祉係長 昨年、中央福祉センターのみになりまし

て、利用者数は増えておりますが、余りにも多過ぎて入ることができな

くなったという苦情は聞いておりません。 

 

大井淳一朗委員 ＬＡＢＶの関係で社会福祉協議会が移れば、お風呂も閉める

という方向性ですね。 

 

坂根社会福祉課長 今のところそういう予定になっております。 

 

山田伸幸委員 福祉センターの入浴に来られる方は、自宅に風呂がないとかと

いう事情がある方、若しくはあっても使えるような状況にないという方

がおられて、これがなくなると大変困るということを言っておられるん

ですけれど、そういった方は、置き去りになるということになるわけで

すが、いかがですか。 

 

坂根社会福祉課長 現在の予定では、ＬＡＢＶの関係でお風呂も廃止になると

思いますが、利用者に対しての策は今のところ考えておりません。 

 

山田伸幸委員 のぞみ園に係る測量調査、地質調査、設計委託料があるんです

が、具体的にはどういうスケジュールですか。 

 

吉村障害福祉課長 のぞみ園の建設につきましては、前年度に基本設計をしま
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して、来年度、実施設計を行う予定にしております。令和６年度、７年

度に掛けて工事し、令和８年度４月に供用開始できるように進めたいと

考えております。来年度に実施設計をする中で、実施設計に必要な道路

位置を指定するための測量調査を、また、地盤調査を兼ねて地質調査を

する予定です。 

 

大井淳一朗委員 地質調査について、古洞
ふるとう

の心配があります。既存の建物を建

てる際に地質調査しなかったんですか。 

 

吉村障害福祉課長 前回の調査等について調べたんですが、調査結果がありま

せんでしたので、今回、改めて地質調査をすることになります。近隣で

地質調査した結果があれば、それを引用することもできるんですが、調

査した実績がありませんでしたので、古洞を確かめるためにも実施設計

の中で地質調査をすることになります。 

 

松尾数則分科会長 ほかに質疑はよろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）

次は１６４ページ、生活保護費について質疑を求めます。 

 

山田伸幸委員 生活保護がどうしても必要な方はいらっしゃいます。特に山陽

小野田市の場合は、そういった方が多いと言われているんです。指導員

は何人ですか。また、研修はきちんと行われているのかどうなのか。ま

た、職員の男女の別はどのようになっているのかお聞きします。 

 

坂根社会福祉課長 研修につきましては、係長、査察指導員、ケースワーカー

が毎月、事例等で研修しています。また、毎年初めに県の研修等があり

ますので、そちらには行っております。ケースワーカーは、現在８人お

り、そのうち男性７人、女性１人となっております。 

 

山田伸幸委員 通常、訪問のときは複数人で行っていると思うんですが、女性

の受給者にとっては、女性がいるといないとでは随分印象が変わってく
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ると聞いております。女性のところにも男性２人が行かざるを得ないよ

うな人員配置だと思うんですけど、何か工夫しておられるでしょうか。 

 

坂根社会福祉課長 女性宅にはケースワーカー２人で行く形にしています。話

を聞いて、間違いないかどうか、言った、言わないなどの確認を含めて

複数で行くようにしております。女性ケースワーカーは１人ですので、

なかなか女性の受給者に女性ケースワーカーを充てるというわけにはい

きませんが、女性ケースワーカーが増えてほしいとは思っております。 

 

山田伸幸委員 社会福祉士等の資格を持っておられる方は何人いらっしゃいま

すか。 

 

坂根社会福祉課長 現在、社会福祉士の資格を持っている方はおりません。 

 

白井健一郎副分科会長 医療扶助についてお伺いします。決して受給者が悪い

ことを考えているという意味で言っているのではないんですが、医療扶

助は、利用者が薬を無料でもらえる制度です。そうすると、病院にはな

るべく多くかかりたいし、私が見た事例では、１人に２８種類の薬を出

して、しかも、ジェネリックを使っているかどうかも分かりません。そ

ういう制度に甘える病院側の体制もあるわけです。そういう事案に当た

ったことがあるでしょうか。 

 

坂根社会福祉課長 そういう事案はないですが、生活保護の受給者が必要以上

に通院された場合、市から指導させていただくことがあります。病院に

つきましても県の監査等がありますので、そういうことがあれば指導す

ることもあろうかと思います。 

 

山田伸幸委員 災害救助費について、近年は避難所の設備等についても、テン

トを頂いたとか、あるいは、段ボールベッドを取り入れたとか、いろい

ろあろうと思うんですが、そういった避難所用具が各地域に満遍なくあ
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るのか、それとも、どこかに置いていて、いざとなったときに運び込む

のか、その点いかがでしょうか。 

 

須子社会福祉課主査兼地域福祉係長 避難所における備蓄品について、一部の

避難所には、備蓄品を置いているところもあります。市役所、厚狭地区

複合施設、埴生支所をそれぞれ拠点として防災倉庫を設置しております。

大きいものはそちらに置いていますので、必要に応じて避難所に運ぶこ

とにしております。 

 

山田伸幸委員 食糧などは広島県で備蓄していると聞いたことがあるんですが、

現在は、緊急時の食料はどのようにされるんでしょうか。 

 

須子社会福祉課主査兼地域福祉係長 広島県に備蓄があるということは知らな

いので、答えられません。市としましては、避難所での生活が始まる場

合、当初にお配りできるように市役所や厚狭複合施設等の防災倉庫に食

料品を一部備蓄しておるところでございます。 

 

山田伸幸委員 以前、アルファ米や缶パンは、広島の事業者のところにあると

聞いています。最近は、災害発生時には給食センターでお弁当を作って

持っていくなど、いろいろ対応が変わってきております。宇部市では、

被災者が避難所に調理器具を運び込んで、材料を持ち込んで調理するこ

ともしておられるんですが、本市では自炊できるような設備はあるんで

しょうか。 

 

須子社会福祉課主査兼地域福祉係長 避難所用の備蓄品としては、ありません。 

 

吉永美子委員 計画策定委託料１８９万円について説明してください。 

 

須子社会福祉課主査兼地域福祉係長 令和３年に災害対策基本法が改正されま

して、避難行動要支援者の個別避難計画の作成が市町村の努力義務とさ
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れました。本市としましては、平成２２年から民生委員の協力を得て取

り組んでいたところですが、今回、ケアマネ等の福祉専門職の協力も得

ることができると国から通知もありました。今後、福祉専門職の方の御

協力を得て、計画の作成に取り組みたいと考えておるところです。来年

度、モデル的に地区を限定して実施しようとは考えておりますが、まだ

事業内容は詰めておりません。委託料につきましては、福祉専門職等に

計画を作成してもらう委託料です。そういったところ、来年度、モデル

的に実施したいと考えておるところです。 

 

吉永美子委員 避難所運営費負担金１万円について、どういう形で出てきてい

るんですか。 

 

須子社会福祉課主査兼地域福祉係長 緊急避難場所として総務課危機管理室が

指定しております。一昨年度までは全て市の施設が指定されていたんで

すが、厚狭高校北校舎が最初に開く避難場所として指定されました。こ

こは市の施設でありませんので、光熱水費等の使用料相当分を負担する

ということで予算に入れています。 

 

松尾数則分科会長 ほかに質疑はよろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）

以上をもちまして審査番号③の審査を終わります。１０分ほど休憩し、

午後５時２５分から再開します。 

 

午後５時１５分 休憩 

 

午後５時２５分 再開 

 

松尾数則文化課長 休憩を解きまして、審査を続行します。次は、審査番号④

を審査します。予算書１２８ページからの項目について、委員の質疑を

求めます。 
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山田伸幸委員 福祉指導監査業務とは、どういった業務を言うのでしょうか。 

 

塚本福祉指導監査室長 福祉指導監査業務は、山陽小野田市が所管する社会福

祉法人、１６法人ありますが、それらの適正な法人運営及び社会福祉事

業の健全な経営の確保を目的として行うものです。福祉指導監査室では、

主に会計処理に係る指導、監査業務を行っております。具体的には、３

年に一度社会福祉法人の実地監査を行ったり、毎年６月末に市に提出が

義務付けられている財務諸表等の審査を行ったりしております。 

 

山田伸幸委員 財務諸表を見るとなると、会計処理に長けていないとできない

んですが、そういうスキルをもともと持っている人が業務に当たってお

られるのか。それとも、後の研修でそういうスキルを身に付けられるん

でしょうか。 

 

塚本福祉指導監査室長 研修を受けて勉強したり、個人で会計処理に関するこ

とを勉強したりしながら行っております。ただ、社会福祉法人の会計処

理は独特でして、普通の会社で行うものとは微妙に違うところなどがい

ろいろありますので、そういうことを勉強しながら、通知等に基づいて

審査等を行っております。 

 

山田伸幸委員 法人の会計監査業務とは違うんですか。 

 

塚本福祉指導監査室長 法人の会計監査は、法人の中の監査委員が適切に処理

をされているか審査されるわけですが、そういうことに加えて、国から

のいろいろな通知があり、縛りがあります。例えば、保育所であれば、

来年度に繰り越す金額が毎年の業務支出金額の３割以内でないといけな

いなどがありますので、そういうところをチェックしていきます。マニ

ュアルがありまして、そのマニュアルに基づいて審査しております。 

 

白井健一郎副分科会長 会計監査に限るのはなぜでしょうか。 
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塚本福祉指導監査室長 福祉指導監査室は、会計処理を主に行っておりまして、

社会福祉課、高齢福祉課、障害福祉課、子育て支援課がそれぞれ法人を

所管しておりますので、運営については主管課が中心になって監査を行

っております。所管課と福祉指導監査室は協力して指導、監査を行って

おり、所管課は運営を、福祉指導監査室は会計を専門に監査しておりま

す。 

 

吉永美子委員 １３３ページ、健康づくり補助金について、これはふるさとづ

くり推進協議会が行うものでしょうか。幾らか補助金が減っているんで

すが、なぜですか。 

 

亀崎国保年金課長 健康づくり補助金は、校区のふるさとづくり推進協議会が

実施する健康づくり事業の経費の一部を助成するものです。１団体当た

りの上限額は２万７，０００円です。以前は３万円でしたが、平成１８

年度から２万７，０００円としており、現在に至っています。 

 

吉永美子委員 令和４年度当初は３２万４，０００円でした。少し下がってい

るので質問しました。 

 

亀崎国保年金課長 令和４年度は津布田校区を入れて１２校区でした。今年度

は津布田校区がなくなり、１１校区になりましたので、その分が減って

います。 

 

大井淳一朗委員 １３８ページ、高齢者福祉費の敬老会について、新型コロナ

ウイルスがこの度５類になるんですが、まだ対面は難しいと思うんです。

来年度の方向性は、ある程度決まっているんでしょうか。 

 

麻野高齢福祉課長 令和５年度について、コロナ禍は次第に落ちついてきてい

ます。しかし、一定数の感染者は出ておりますし、死亡者の報道等もあ
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る中で高齢者が一堂に会して式典を行うのは、重症化のリスク等もあり、

現実的ではないと考えております。６月頃に地区社協の連絡会議があり、

そこで正式に決定しますので、まだはっきりしておりません。 

 

山田伸幸委員１４１ページ、ケアセンターさんようの指定管理者委託料につい

て、造られるときには施設を地域に開放するというお話があったんです。

コロナ禍でなかなかできないかもしれませんが、施設の開放は行われて

きたんでしょうか。 

 

麻野高齢福祉課長 コロナ禍で施設開放はできておりませんでした。コロナ禍

以前は、百歳体操や住民運営通いの場などで使っていただいておりまし

た。 

 

大井淳一朗委員 ケアセンターさんようですけど、契約してから相当期間がた

っていると思うんです。長期契約ですが、今はどういう形態ですか。更

新したのかどうか、今の状況を教えてください。 

 

麻野高齢福祉課長 この指定管理契約は、令和７年３月末までとなっておりま

すので、まだ指定管理中です。 

 

白井健一郎副分科会長 １３９ページ、１節報酬の老人ホーム入所者判定委員

会委員について、この老人ホームとは何を指すんでしょうか。 

 

麻野高齢福祉課長 市内にある養護老人ホームを指しております。一つは小野

田老人ホーム、もう一つは長生園です。市外にもあり、下関市には目が

不自由な方専門の施設もあります。 

 

大井淳一朗委員 ケアセンターさんように戻りますが、３０２、３０３ページ

を見ますと、平成１８年から令和４年で一旦切れています。今の答弁聞

くと、平成１８年度から令和６年度まで続いているような感じですが、
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資料を見ますと、平成１８年度から令和４年度、つまり今年度で切れる

と。来年度は２年間の指定管理ということですが、期間が違いますね。

ここをきちんと説明してください。３０２、３０３ページにケアセンタ

ーさんよう指定管理委託料があります。平成１８年から令和４年度の支

出額のことで、期間ではないのかもしれませんが、正確に平成１８年度

から令和６年度なんですか。金額が違うだけなんですか。説明してくだ

さい。 

 

大井高齢福祉課主幹 契約自体は切れておりません。ほかのところも同じです

が、前年度までの支出の見込みと当該年度以降の支出予定額で振り分け

ているだけで、契約自体は令和６年度まであります。 

 

山田伸幸委員 国民年金について、市役所も窓口ですが、大体どの程度扱って

いるのか分かればお答えください。 

 

伊藤国保年金課課長補佐 受付件数は現在持ち合わせておりません。 

 

山田伸幸委員 本市の窓口では、どういった内容を受け付けておられるんでし

ょうか。 

 

伊藤国保年金課課長補佐 加入手続、喪失手続、減免等の申請等を受け付けて

おります。 

 

山田伸幸委員 加入とは、社会保険や厚生年金の資格を失って、国民年金の手

続をするということでよろしいんでしょうか。 

 

伊藤国保年金課課長補佐 おっしゃるとおりです。 

 

山田伸幸委員 そういった手続を失念して、長期にわたって手続できなかった

場合は、どういう扱いになるんですか。 
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亀崎国保年金課長 手続を失念されて、後で手続に来られた場合、遡及して加

入手続をしていただくこととなります。 

 

山田伸幸委員 遡及ができる期限があると思うんです。どういう仕組みになっ

ていますか。 

 

亀崎国保年金課長 国民年金は、強制的に入っていただくこととなりますので、

厚生年金の資格がなくなった時点で国民年金に加入していただくことと

なります。 

 

松尾数則分科会長 ほかに質疑はありますか。（「なし」と呼ぶ者あり）以上

で審査番号４番を終了します。本日の審査を終わります。お疲れ様でし

た。 

 

午後５時４３分 散会 

 

令和５年（2023 年）３月１５日 

              

  一般会計予算決算常任委員会民生福祉分科会長  松 尾 数 則   

 


